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(57)【要約】
【課題】送信超音波ビームの広がりによる影響を低減し
、ＳＮ比を上げ、解像度を上げることができ、送信ビー
ムの幅に依存しない高い解像度で、最適な空間分解能を
持つシャープな超音波画像を得ることができる超音波検
査装置を提供する。
【解決手段】探触子に超音波ビームを送信させることを
、複数回、行わせ、個々の超音波ビームの送信に対応す
る第１の素子データを取得し、複数の第１の素子データ
から、第１の素子データのいずれかに対応する第２の素
子データを生成するデータ処理部を備え、データ処理部
は、第２の素子データを求める位置の深さに応じて、第
２の素子データを生成するための２以上の第１の素子デ
ータを選択することにより、上記課題を解決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波ビームを用いて検査対象物を検査する超音波検査装置であって、
　前記超音波ビームを送信し、かつ、前記検査対象物によって反射された超音波エコーを
受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出力する、複数の素子が配
列された探触子と、
　前記探触子に、複数の前記素子を用い、所定の送信焦点を形成するように前記超音波ビ
ームを送信させることを、複数回、行わせる送信部と、
　個々の前記超音波ビームの送信に対応して、複数の前記素子が出力したアナログ素子信
号を受け、所定の処理を施す受信部と、
　前記受信部が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換して、デジタル素子信号である第
１の素子データとするＡＤ変換部と、
　複数の前記第１の素子データから、前記第１の素子データのいずれかに対応する第２の
素子データを生成するデータ処理部とを備え、
　前記データ処理部は、前記第２の素子データを求める位置の深さに応じて、前記第２の
素子データを生成するための２以上の前記第１の素子データの取得条件を変更することを
特徴とする超音波検査装置。
【請求項２】
　前記送信部は、中心となる素子の変更、および、超音波ビームの送信方向の変更の少な
くとも一方を行って、前記探触子に前記複数回の超音波ビームの送信を行わせる請求項１
に記載の超音波検査装置。
【請求項３】
　前記データ処理部は、中心となる素子が互いに異なる前記超音波ビームの送信で得られ
た複数の前記第１の素子データ、および、送信方向が互いに異なる前記超音波ビームの送
信で得られた複数の前記第１の素子データの、少なくとも一方を用いて、前記第２の素子
データを生成する請求項２に記載の超音波検査装置。
【請求項４】
　前記データ処理部は、送信領域が重なり合う前記超音波ビームの送信で得られた、複数
の前記第１の素子データから、前記第２の素子データを生成する請求項１～３のいずれか
１項に記載の超音波検査装置。
【請求項５】
　前記データ処理部は、複数の前記第１の素子データを、前記素子が超音波エコーを受信
した受信時間および前記素子の位置に応じて重ね合わせて、前記第２の素子データを生成
する請求項１～４のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項６】
　前記データ処理部は、２以上の前記第１の素子データの遅延時間を算出する遅延時間算
出部と、前記２以上の第１の素子データを算出された遅延時間及び受信された前記探触子
の素子の位置に基づいて重ね合わせ、前記第２の素子データを生成する重ね合わせ処理部
とを有する請求項１～５のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項７】
　前記遅延時間算出部は、事前に取得された前記探触子、前記検査対象物の音速、前記超
音波ビームの焦点位置、前記送信部による前記探触子の送信開口、及び前記受信部による
前記探触子の受信開口に関する少なくとも１つの情報に基づいて、前記２以上の第１の素
子データの遅延時間を算出し、
　前記重ね合わせ処理部は、予め設定された、前記２以上の第１の素子データのうち重ね
合わせる第１の素子データの数、及び重ね合わせ処理方法に基づいて前記２以上の第１の
素子データを重ね合わせ、少なくとも１つの第２の素子データを生成する請求項６に記載
の超音波検査装置。
【請求項８】
　前記データ処理部は、前記重ね合わせ処理部により、前記２以上の第１の素子データを



(3) JP 2014-30715 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

重ね合わせる際に、重なる部分のみの素子データから、前記第２の素子データを生成する
請求項６または７に記載の超音波検査装置。
【請求項９】
　前記データ処理部は、２以上の前記第１の素子データを、その各々の第１の素子データ
に対して重み付け係数を掛けた後に、重ね合わせる請求項１～８のいずれか１項に記載の
超音波検査装置。
【請求項１０】
　前記データ処理部は、前記第２の素子データを求める位置の深さに応じて、選択する前
記第１の素子データの数を変更する請求項１～９のいずれか１項に記載の超音波検査装置
。
【請求項１１】
　前記データ処理部は、前記素子データ毎の受信時間上において少なくとも２つ以上の異
なる時間軸上の点に基づいて、適応的に前記２以上の第１の素子データを重ね合わせる請
求項１～１０のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項１２】
　前記異なる時間軸上の点は、前記送信部による前記探触子の送信開口毎に基づくもので
ある請求項１１に記載の超音波検査装置。
【請求項１３】
　前記異なる時間軸上の点は、前記２以上の第１の素子データ毎に少なくとも２つ以上の
送信開口で送信された場合に、該送信開口毎に基づくものである請求項１１又は１２に記
載の超音波検査装置。
【請求項１４】
　前記異なる時間軸上の点は、前記検査対象物の音速に基づくものである請求項１１～１
３のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項１５】
　前記送信部が、送信ラインごとに、同じ送信ライン上において深さの異なる送信焦点を
形成する前記超音波ビームを送信することによって、前記受信部が、同じ送信ラインに対
応する複数の前記第１の素子データを取得し、
　前記データ処理部は、送信焦点の深さごとに、同じ深さの送信焦点の超音波ビームの送
受信によって得られた複数の前記第１の素子データから、前記第２の素子データを生成す
る請求項１１～１４のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項１６】
　前記データ処理部は、選択する前記第１の素子データの数を、前記検査対象物内におけ
る前記超音波ビームの空間的な広がりに基づき、それに対応した前記第２の素子データを
求める位置の深さに応じて、変化させる請求項１０～１５のいずれか１項に記載の超音波
検査装置。
【請求項１７】
　前記データ処理部は、選択する前記第１の素子データの数を、前記検査対象物内の空間
的な位置における信号に基づいて、それに対応した前記第２の素子データを求める位置の
深さに応じて、変化させる請求項１０～１６のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項１８】
　前記データ処理部は、選択する前記第１の素子データの数を、前記第１の素子データの
波形解析の結果に基づいて、それに対応した前記第２の素子データを求める位置の深さに
応じて、変化させる請求項１０～１７のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項１９】
　前記波形解析は、選択する前記第１の素子データの候補に関する、波形の関連性、ある
いは、コヒーレンス性を解析するものである請求項１８に記載の超音波検査装置。
【請求項２０】
　前記データ処理部は、選択する前記第１の素子データの数を変化させて作成した複数の
第２の素子データにおける信号に基づいて最適な素子データ数を求める請求項１０～１９
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のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項２１】
　前記送信部は、前記第２の素子データを求める位置の深さに応じて送信焦点深さを決定
し、決定した前記送信焦点深さで、前記探触子に前記超音波ビームの送信を、複数回、行
わせて、複数の前記第１の素子データを取得し、
　前記データ処理部は、決定した前記送信焦点深さの前記超音波ビームの送信で得られた
複数の前記第１の素子データから、前記第２の素子データを生成するための２以上の前記
第１の素子データを選択する請求項１～２０のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項２２】
　前記送信部は、前記第２の素子データを求める位置の深さに応じて送信開口数を決定し
、決定した前記送信開口数で、前記探触子に前記超音波ビームの送信を、複数回、行わせ
て、複数の前記第１の素子データを取得し、
　前記データ処理部は、決定した前記送信開口数での前記超音波ビームの送信で得られた
複数の前記第１の素子データから、前記第２の素子データを生成するための２以上の前記
第１の素子データを選択する請求項１～２１のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項２３】
　前記送信部は、前記探触子にステア送信させる請求項１～２２のいずれか１項に記載の
超音波検査装置。
【請求項２４】
　前記素子データは、位相情報及び振幅情報を含む、請求項１～２３のいずれか１項に記
載の超音波検査装置。
【請求項２５】
　前記第１の素子データおよび前記第２の素子データの少なくとも１方を記憶する素子デ
ータ記憶部を有する請求項１～２４のいずれか１項に記載の超音波検査装置。
【請求項２６】
　前記データ処理部は、複数の前記第１の素子データから前記第２の素子データを生成す
る直前に、複数の前記第１の素子データそれぞれの整相加算を行って複数の第１の受信デ
ータを生成し、複数の前記第１の受信データから、前記第１の受信データのいずれかに対
応する第２の受信データを生成する請求項１～２５のいずれか１項に記載の超音波検査装
置。
【請求項２７】
　超音波ビームを用いて検査対象物を検査する超音波検査装置であって、
　前記超音波ビームを送信し、かつ、前記検査対象物によって反射された超音波エコーを
受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信号を出力する、複数の素子が配
列された探触子と、
　前記探触子に、複数の前記素子を用い、所定の送信焦点を形成するように前記超音波ビ
ームを送信させることを、複数回、行わせる送信部と、
　個々の前記超音波ビームの送信に対応して、複数の前記素子が出力したアナログ素子信
号を受け、所定の処理を施す受信部と、
　前記受信部が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換して、デジタル素子信号である第
１の素子データとするＡＤ変換部と、
　複数の前記第１の素子データに対して、同じ前記素子に対応するラインを中心にしてそ
れぞれ整相加算を行い複数の第１の受信データを生成する整相加算部と、
　複数の前記第１の受信データから、前記第１の受信データのいずれかに対応する第２の
受信データを生成するデータ処理部とを備え、
　前記データ処理部は、前記第２の受信データを求める位置の深さに応じて、前記第２の
受信データを生成するための２以上の前記第１の受信データの取得条件を変更することを
特徴とする超音波検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(5) JP 2014-30715 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、超音波ビームを送受信することにより生体内の臓器等の検査対象物の撮像を
行って、検査対象物の検査や診断のために用いられる超音波画像を生成する超音波検査装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療分野において、超音波画像を利用した超音波画像診断装置等の超音波検
査装置が実用化されている。一般に、この種の超音波検査装置は、複数の素子（超音波ト
ランスデューサ）を内蔵した超音波探触子（超音波プローブ）と、この超音波探触子に接
続された装置本体とを有しており、超音波探触子の複数の素子から検査対象物（被検体）
に向けて超音波ビームを送信し、被検体からの超音波エコーを超音波探触子で受信して、
その受信した超音波エコー信号を装置本体で電気的に処理することにより超音波画像が生
成される。
【０００３】
　超音波検査装置においては、超音波画像を生成するとき、被検体の検査対象領域、例え
ば、生体内の臓器やその臓器内の病巣等に探触子の複数の素子から焦点を合わせて超音波
ビームを送信し、検査対象領域の反射体、例えば臓器や病巣等の表面や界面からの超音波
エコーを複数の素子を介して受信しているが、同一の反射体で反射された超音波エコーを
複数の素子で受信するので、送信素子から送信された超音波ビームの焦点位置に位置する
反射体で反射され、送信素子で受信された超音波エコー信号に対して、同一の反射体で反
射され、送信素子と異なるその他の素子で受信された超音波エコー信号は遅延することに
なるので、複数の素子で受信した超音波エコー信号をＡ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換
して素子データにとした後、素子データを受信フォーカス処理して、即ち遅延補正して位
相を合わせ整相加算して音線信号を生成し、こうして得られた音線信号に基づいて超音波
画像を生成している。
【０００４】
　このような超音波検査技術において、被検体の検査対象領域が大きい場合、非常に多数
の送信超音波ビームが必要になり、画像を生成させるために要する時間が長くなるため、
生成される超音波画像の解像度が送信超音波ビームの幅に依存する従来技術に対して、幅
の広い超音波ビームを発生させるシステムと受信超音波エコーを画像情報へ変換するアル
ゴリズムにより超音波画像を生成する技術が特許文献１に開示されている。
　特許文献１では、まず、通常の超音波ビームより幅広の超音波ビーム（特許文献１図１
２Ｂ参照）を設計して送信し、受信データを得る（同図４参照）。特許文献１では、幅広
ビームには極座標（半径Ｒと角度θ）が割り当てられ、受信データとこの幾何学的な座標
との関係から超音波画像が生成される。こうして生成された超音波画像は、画像のフレー
ムレートが従来技術よりも増加しており、画像形成時間に対して画像の解像度を向上させ
ることができる。
【０００５】
　また、特許文献２には、複数の素子（超音波トランスデューサ）から被検体内の組織の
エリアをカバーする幅広の超音波ビームを１素子超シフトさせながら送信し、組織のエリ
アからの超音波エコーによる複数の受信信号に基づいて生成された組織のエリアの情報を
含むパラレルの生データ（素子データ）をシリアルの生データに変換し、変換された生デ
ータに受信フォーカス処理を施して画像信号（音線信号）を生成し、得られた音線信号に
基づいて超音波画像を生成する超音波診断装置が開示されている。
　特許文献２では、音線信号を生成する際に、隣接する２つのエリアが互いにオーバーラ
ップするように超音波ビームを送信して、オーバーラップ領域内の１つのサンプリングポ
イントについて、複数回の送信によって得られる生データ（素子データ）を利用して信号
処理（例えば、受信フォーカス処理）を行うことで、１つの音線信号を生成することがで
き、ＳＮ比や開口が広がったことにより低下した解像度を改善することができる。あるい
は、複数回の送信によって得られる生データに基づいて、１つのサンプリングポイントに
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ついて複数の音線信号をそれぞれ生成した後に、それらの音線信号の平均値を求めること
により、ＳＮ比や開口が広がったことにより低下した解像度が改善された１つの音線信号
を得ることができることを開示している。
【０００６】
　特許文献３には、送信用振動素子群を構成する複数個の振動素子から放射される送信超
音波を送信集束点に集束させることにより仮想的な点音源を形成し、そして、この点音源
から放射される送信超音波によって連続した複数の観測点から反射する受信超音波を、受
信用振動素子群を構成する複数個の振動素子によって受信し、得られたチャンネル分の受
信信号に対し観測点が受信集束点となるような受信整相加算を行う。更に、前記受信用振
動素子群と振動素子の配列方向に順次シフトさせた送信用振動素子群の各々を用いて得ら
れた受信信号に対しても同様の受信整相加算を行い、これら受信整相加算後の受信信号に
対し各々の送信集束点から観測点までの伝搬距離の差異に起因した送信遅延を補正する送
信整相加算を行う超音波診断装置が開示されている。
　特許文献３では、複数の振動素子から得られた受信信号に対して受信整相加算と送信整
相加算を行なうことにより被検体の深さ方向に対してほぼ一様な細いビーム幅を有した送
信ビーム及び受信ビームを高精度かつ高感度で形成することができる。このため、特許文
献３は、空間分解能、コントラスト分解能及びＳ／Ｎに優れた画像データの生成と表示が
可能となることを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１８０６８８号公報
【特許文献２】特開２０１１－０１１０４５号公報
【特許文献３】特開２００９－２４０７００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示の技術では、幅の広いビームを用いることで超音波ビ
ームの強度が従来技術よりも低下するため、ＳＮ比（Ｓ／Ｎ）が悪くなることや、幅広ビ
ームを発生させる専用の超音波プローブが必要になるという問題があった。
　また、特許文献２に開示の技術では、複数の素子からの幅広ビームの隣接エリアをオー
バーラップさせることにより、幅広ビームによるＳＮ比や解像度の劣化を改善しているが
、単に、オーバーラップさせた隣接エリアの１つのサンプリングポイントについて、複数
の生データに対して受信フォーカス処理を施して１つの音線信号を求めるもの、若しくは
複数の生データに受信フォーカス処理をしてそれぞれ音線信号を求め、その平均値を求め
て１つの音線信号を得るものに過ぎないので、幅広ビームによるＳＮ比や解像度の劣化の
改善には限度があり、更なるＳＮ比の向上を得ることができず、十分なＳＮ比の超音波画
像を得ることができないという問題があった。
　一方、特許文献３に開示の技術では、従来技術よりも高画質な画像が得られるが、１ラ
インのデータを作るのに複数の送信ビームを、送信位置を変えて発生させる必要があり、
従来技術よりも送信回数が増えるためフレームレートが低下し、リアルタイム性が悪くな
るという問題があった。
【０００９】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消し、超音波プローブの複数の素子からの
超音波ビームを送信する際に、異なる２以上の素子からの送信で取得した素子データを重
ねることで、送信超音波ビームの広がりによる影響を低減し、ＳＮ比を上げ、解像度を上
げることができ、幅広ビーム送信専用超音波プローブを使うことなく、かつ、従来と変わ
らないフレームレートのまま、送信ビームの幅に依存しない高い解像度で、最適な空間分
解能を持つシャープな超音波画像を得ることができる超音波検査装置を提供することにあ
る。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の超音波検査装置は、超音波ビームを用いて検査対
象物を検査する超音波検査装置であって、超音波ビームを送信し、かつ、検査対象物によ
って反射された超音波エコーを受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ素子信
号を出力する、複数の素子が配列された探触子と、探触子に、複数の素子を用い、所定の
送信焦点を形成するように超音波ビームを送信させることを、複数回、行わせる送信部と
、個々の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力したアナログ素子信号を受け
、所定の処理を施す受信部と、受信部が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換して、デ
ジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換部と、複数の第１の素子データか
ら、第１の素子データのいずれかに対応する第２の素子データを生成するデータ処理部と
を備え、データ処理部は、第２の素子データを求める位置の深さに応じて、第２の素子デ
ータを生成するための２以上の第１の素子データの取得条件を変更することを特徴とする
。
【００１１】
　ここで、送信部は、中心となる素子の変更、および、超音波ビームの送信方向の変更の
少なくとも一方を行って、探触子に複数回の超音波ビームの送信を行わせることが好まし
い。
　また、データ処理部は、中心となる素子が互いに異なる超音波ビームの送信で得られた
複数の第１の素子データ、および、送信方向が互いに異なる超音波ビームの送信で得られ
た複数の第１の素子データの、少なくとも一方を用いて、第２の素子データを生成するこ
とが好ましい。
【００１２】
　また、データ処理部は、送信領域が重なり合う超音波ビームの送信で得られた、複数の
第１の素子データから、第２の素子データを生成することが好ましい。
　また、データ処理部は、複数の第１の素子データを、素子が超音波エコーを受信した受
信時間および素子の位置に応じて重ね合わせて、第２の素子データを生成することが好ま
しい。
【００１３】
　また、データ処理部は、２以上の第１の素子データの遅延時間を算出する遅延時間算出
部と、２以上の第１の素子データを算出された遅延時間及び受信された探触子の素子の位
置に基づいて重ね合わせ、第２の素子データを生成する重ね合わせ処理部とを有すること
が好ましい。
　また、遅延時間算出部は、事前に取得された探触子、検査対象物の音速、超音波ビーム
の焦点位置、送信部による探触子の送信開口、及び受信部による探触子の受信開口に関す
る少なくとも１つの情報に基づいて、２以上の第１の素子データの遅延時間を算出し、重
ね合わせ処理部は、予め設定された、２以上の第１の素子データのうち受信時間上におい
て重ね合わせる第１の素子データの数、及び重ね合わせ処理方法に基づいて２以上の第１
の素子データを重ね合わせ、少なくとも１つの第２の素子データを生成することが好まし
い。
　また、データ処理部は、重ね合わせ処理部により、２以上の第１の素子データを重ね合
わせる際に、重なる部分のみの素子データから、第２の素子データを生成することが好ま
しい。
　また、データ処理部は、２以上の第１の素子データを、その各々の第１の素子データに
対して重み付け係数を掛けた後に、重ね合わせることが好ましい。
【００１４】
　また、データ処理部は、第２の素子データを求める位置の深さに応じて、選択する第１
の素子データの数を変更することが好ましい。
　また、データ処理部は、素子データ毎の受信時間において少なくとも２つ以上の異なる
時間軸上の点に基づいて、適応的に２以上の第１の素子データを重ね合わせることが好ま
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しい。
　また、異なる時間軸上の点は、送信部による探触子の送信開口に基づくものであること
が好ましく、更に、２つ以上の送信開口で送信された場合に各送信における送信開口に基
づくものであることがより好ましい。あるいは、異なる時間軸上の点は、検査対象物の音
速に基づくものであることが好ましい。
　また、送信部が、送信ラインごとに、同じ送信ライン上において深さの異なる送信焦点
を形成する超音波ビームを送信することによって、受信部が、同じ送信ラインに対応する
複数の第１の素子データを取得し、データ処理部は、送信焦点の深さごとに、同じ深さの
送信焦点の超音波ビームの送受信によって得られた複数の第１の素子データから、第２の
素子データを生成することが好ましい。
　また、データ処理部は、選択する第１の素子データの数を、検査対象物内における超音
波ビームの空間的な広がりに基づき、それに対応した第２の素子データを求める位置の深
さに応じて、変化させることが好ましく、あるいは、検査対象物内の空間的な位置におけ
る信号に基づいて、それに対応した第２の素子データを求める位置の深さに応じて、変化
させることが好ましい。
　また、データ処理部は、選択する第１の素子データの数を、第１の素子データの波形解
析の結果に基づいて、それに対応した第２の素子データを求める位置の深さに応じて、変
化させることも好ましい。
　また、波形解析は、選択する第１の素子データの候補に関する、波形の関連性、あるい
は、コヒーレンス性を解析するものであることが好ましい。
　また、データ処理部は、選択する第１の素子データの数を変化させて作成した複数の第
２の素子データにおける信号に基づいて最適な素子データ数を求めることが好ましい。
【００１５】
　また、送信部は、第２の素子データを求める位置の深さに応じて送信焦点深さを決定し
、決定した送信焦点深さで、探触子に超音波ビームの送信を、複数回、行わせて、複数の
第１の素子データを取得し、データ処理部は、決定した送信焦点深さの超音波ビームの送
信で得られた複数の第１の素子データから、第２の素子データを生成するための２以上の
第１の素子データを選択することが好ましい。
　また、送信部は、第２の素子データを求める位置の深さに応じて送信開口数を決定し、
決定した送信開口数で、探触子に超音波ビームの送信を、複数回、行わせて、複数の第１
の素子データを取得し、データ処理部は、決定した送信開口数での超音波ビームの送信で
得られた複数の第１の素子データから、第２の素子データを生成するための２以上の第１
の素子データを選択することが好ましい。
【００１６】
　また、送信部は、探触子にステア送信させることが好ましい。
　また、素子データは、位相情報及び振幅情報を含むことが好ましい。
【００１７】
　また、第１の素子データおよび第２の素子データの少なくとも１方を記憶する素子デー
タ記憶部を有することが好ましい。
　また、データ処理部は、複数の第１の素子データから第２の素子データを生成する直前
に、複数の第１の素子データそれぞれの整相加算を行って複数の第１の受信データを生成
し、複数の第１の受信データから、第１の受信データのいずれかに対応する第２の受信デ
ータを生成する。
【００１８】
　また、上記目的を達成するために、本発明の超音波検査装置は、超音波ビームを用いて
検査対象物を検査する超音波検査装置であって、超音波ビームを送信し、かつ、検査対象
物によって反射された超音波エコーを受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ
素子信号を出力する、複数の素子が配列された探触子と、探触子に、複数の素子を用い、
所定の送信焦点を形成するように超音波ビームを送信させることを、複数回、行わせる送
信部と、個々の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力したアナログ素子信号
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を受け、所定の処理を施す受信部と、受信部が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換し
て、デジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換部と、複数の第１の素子デ
ータに対して、同じ素子に対応するラインを中心にしてそれぞれ整相加算を行い複数の第
１の受信データを生成する整相加算部と、複数の第１の受信データから、第１の受信デー
タのいずれかに対応する第２の受信データを生成するデータ処理部とを備え、データ処理
部は、第２の受信データを求める位置の深さに応じて、第２の受信データを生成するため
の２以上の第１の受信データの取得条件を変更することを特徴とする。
【００１９】
　また、上記目的を達成するために、本発明の超音波検査装置は、超音波ビームを用いて
検査対象物を検査する超音波検査装置であって、超音波ビームを送信し、かつ、検査対象
物によって反射された超音波エコーを受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ
素子信号を出力する、複数の素子が配列された探触子と、探触子に、複数の素子を用い、
所定の送信焦点を形成するように超音波ビームを送信させることを、複数回、行わせる送
信部と、個々の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力したアナログ素子信号
を受け、所定の処理を施す受信部と、受信部が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換し
て、デジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換部と、複数の第１の素子デ
ータから、第１の素子データのいずれかに対応する第２の素子データを生成するデータ処
理部と、第１の素子データを用いて超音波画像を生成する第１のモードと、データ処理部
が生成した第２の素子データを用いて超音波画像を生成する第２のモードとを切り替える
モード切替部とを備え、モード切替部によるモード切り替えに応じて、送信部が探触子に
超音波ビームの送信を行わせる際のＦ値を切り替えると共に、データ処理手段は、モード
切替手段でモード切り替えを行った際に切り替えたＦ値に基づいて得られた複数の第１の
素子データから、第１の素子データのいずれかに対応する第２の素子データを生成するこ
とを特徴とする。
【００２０】
　データ処理手段は、モード切替手段でモード切り替えを行った際に切り替えたＦ値に基
づいて得られた複数の第１の素子データから、第１の素子データのいずれかに対応する第
２の素子データを生成することが好ましい。
　また、第２のモードが選択された際の超音波ビームのＦ値は、第１のモードが選択され
た際の超音波ビームのＦ値よりも小さいことが好ましい。
【００２１】
　超音波ビームの焦点位置の深さによらずＦ値が一定となるように超音波ビームを送信し
て第１の素子データを取得することが好ましい。
【００２２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の超音波検査装置は、超音波ビームを用いて
検査対象物を検査する超音波検査装置であって、超音波ビームを送信し、かつ、検査対象
物によって反射された超音波エコーを受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ
素子信号を出力する、複数の素子が配列された探触子と、探触子に、複数の素子を用い、
所定の送信焦点を形成するように超音波ビームを送信させることを、複数回、行わせる送
信部と、個々の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力したアナログ素子信号
を受け、所定の処理を施す受信部と、受信部が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換し
て、デジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換部と、複数の第１の素子デ
ータから、第１の素子データのいずれかに対応する第２の素子データを生成するデータ処
理部と、少なくとも１つの、検査対象物内における音速を決定する音速設定部とを備え、
データ処理部は、音速設定部で得られた音速に基づいて、第２の素子データを生成するこ
とを特徴とする。
【００２３】
　また、データ処理部は、検査対象物内における音速を用いて、２以上の第１の素子デー
タの遅延時間を算出し、算出した遅延時間に基づいて、２以上の第１の素子データを重ね
合わせて、第２の素子データを生成するものであり、
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　少なくとも１つの音速設定部は、データ処理部において遅延時間算出に用いる検査対象
物の音速を設定する第１の音速設定部を含み、この第１の音速設定部で設定された音速を
用いてデータ処理部により第２の素子データを求め、この第２の素子データの整相加算を
行って音線信号を生成する整相加算部と、この整相加算部によって得られた音線信号の適
否を判定する第１の判定部と、整相加算部が生成した音線信号に基づいて超音波画像を生
成する画像生成部と、を有し、第１の判定部の判定結果が否である時、第１の音速設定部
は新たに別の音速を再度設定し、データ処理部において再度設定された音速を用いて再度
遅延時間を算出を行い、再度算出された遅延時間に基づいて第２の素子データを求め、整
相加算部が、再度求められた第２の素子データを用いて再度音線信号を生成することを、
再度生成された音線信号による第１の判定部の判定結果が適になるまで繰り返し、第１の
判定部の判定結果が適である時、画像生成部は、音線信号に基づいてに超音波画像を生成
することが好ましい。
　また、第１の音速設定部は素子データ毎の受信時間上において少なくとも１点以上に音
速を設定することが好ましい。
【００２４】
　また、第１の判定部の判定結果が適である時、このとき生成された第２の素子データに
基づいて、受信側の最適音速を求める第２の音速設定部と、この第２の音速設定部で求め
られた最適音速を用いて第２の素子データの整相加算を行って音線信号を生成する整相加
算部と、この整相加算部によって得られた音線信号の適否を判定する第２の判定部とを有
し、第２の判定部の判定結果が否である時、第２の音速設定部が、第２の素子データに基
づいて再度最適音速を求め、整相加算部が、再度求められた最適音速を用いて再度音線信
号を生成することを、再度生成された音線信号による第２の判定部の判定結果が適になる
まで繰り返し、第２の判定部の判定結果が適である時、画像生成部は、音線信号に基づい
て超音波画像を生成することが好ましい。
　また、第２の音速設定部は素子データ毎の受信時間上において少なくとも１点以上に音
速を設定することが好ましい。
【００２５】
　また、第１の素子データに基づいて、受信側の最適音速を求める第３の音速設定部と、
この第３の音速設定部で求められた最適音速を用いて第１の素子データの整相加算を行っ
て音線信号を生成する整相加算部と、この整相加算部によって得られた音線信号の適否を
判定する第３の判定部とを有し、第３の判定部の判定結果が否である時、第３の音速設定
部が、第１の素子データに基づいて再度最適音速を求め、整相加算部が、再度求められた
最適音速を用いて再度音線信号を生成することを、再度生成された音線信号による第３の
判定部の判定結果が適になるまで繰り返し、第３の判定部の判定結果が適である時、遅延
時間算出部は、求められた最適音速を検査対象物の音速として設定することが好ましい。
　また、第３の音速設定部は素子データ毎の受信時間上において少なくとも１点以上に音
速を設定することが好ましい。
　また、第３の音速設定部は、第２の音速設定部と同じであることが好ましい。
　また、第３の判定部は、第２の判定部と同じであることが好ましい。
【００２６】
　また、更に、少なくとも１つの音速設定部は、データ処理部で所定の音速を用いて生成
された第２の素子データに基づいて、受信側の最適音速を求める第４の音速設定部を含み
、この第４の音速設定部で求められた最適音速を用いて第２の素子データの整相加算を行
って音線信号を生成する整相加算部と、この整相加算部によって得られた音線信号の適否
を判定する第４の判定部と、整相加算部が生成した音線信号に基づいて超音波画像を生成
する画像生成部と、を有し、第４の判定部の判定結果が否である時、データ処理部が、第
４の音速設定部で求められた最適音速を用いて再度第２の素子データを生成する処理を行
うと共に、第４の音速設定部が、再度生成された第２の素子データに基づいて再度最適音
速を求め、整相加算部が、再度求められた最適音速を用いて再度音線信号を生成すること
を、再度生成された音線信号による第４の判定部の判定結果が適になるまで繰り返し、第
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４の判定部の判定結果が適である時、画像生成部は、音線信号に基づいて超音波画像を生
成することが好ましい。
　また、第４の音速設定部は素子データ毎の受信時間上において少なくとも１点以上に音
速を設定することが好ましい。
　また、第４の音速設定部は第２の音速設定部および第３の音速設定部と同じであること
が好ましい。
　また、第４の判定部は第２の判定部および第３の判定部と同じであることが好ましい。
【００２７】
　また、上記目的を達成するために、本発明の超音波検査装置は、超音波ビームを用いて
検査対象物を検査する超音波検査装置であって、超音波ビームを送信し、かつ、検査対象
物によって反射された超音波エコーを受信して、受信した超音波エコーに応じたアナログ
素子信号を出力する、複数の素子が配列された探触子と、探触子に、複数の素子を用い、
所定の送信焦点を形成するように超音波ビームを送信させることを、複数回、行わせる送
信部と、個々の超音波ビームの送信に対応して、複数の素子が出力したアナログ素子信号
を受け、所定の処理を施す受信部と、受信部が処理したアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換し
て、デジタル素子信号である第１の素子データとするＡＤ変換部と、複数の第１の素子デ
ータから、第１の素子データのいずれかに対応する第２の素子データを生成するデータ処
理部と、第１の素子データに基づいて第１の超音波画像を生成する第１の画像生成部と、
第２の素子データに基づいて第２の超音波画像を生成する第２の画像生成部と、第１の画
像生成部で生成された第１の超音波画像と、第２の画像生成部で生成された第２の超音波
画像との画質比較を行う画質判定部と、画質判定部の判定結果に基づいて、前記第１の超
音波画像及び前記第２の超音波画像から超音波検査の対象とする超音波画像を生成する第
３の画像生成部と、を備えることを特徴とする。
【００２８】
　ここで、画質判定部は、第１の超音波画像及び第２の超音波画像における、輝度値、コ
ントラスト、粒状性のいずれか１つ、あるいは２つ以上の複数の組み合わせにより、画質
判定を行うことが好ましい。
　また、第３の画像生成部は、画質判定部の判定結果に基づいて、第１の超音波画像及び
第２の超音波画像のいずれか１方を超音波検査の対象とする超音波画像として採用するこ
とが好ましい。
　あるいは、さらに、第１の超音波画像及び第２の超音波画像を複数の領域に分割する領
域分割部を有し、画質判定部は、領域分割部で分割された領域毎に第１の超音波画像と第
２の超音波画像との画質判定を行い、第３の画像生成部は、画質判定部の判定結果に基づ
いて、領域毎に第１の超音波画像及び第２の超音波画像の一方を、該当する領域の超音波
画像として選択し、領域毎に選択された画像を組み合わせて超音波画像を作成することが
好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、超音波プローブの複数の素子からの超音波ビームを送信する際に、異
なる２以上の素子からの送信で取得した素子データを重ねることで、送信超音波ビームの
広がりによる影響を低減し、ＳＮ比を上げ、解像度を上げることができ、幅広ビーム送信
専用超音波プローブを使うことなく、かつ、従来と変わらないフレームレートのまま、送
信ビームの幅に依存しない高い解像度で、最適な空間分解能を持つシャープな超音波画像
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係る超音波検査装置の構成の一例を概念的に示すブロック図である。
【図２】図１に示す超音波検査装置の素子データ処理部の構成の一例を概念的に示すブロ
ック図である。
【図３】（ａ）及び（ｃ）は、それぞれ理想的な超音波ビームを被検体の反射点の真上の
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素子及び真上でない素子から送信する場合の説明図であり、（ｂ）及び（ｄ）は、それぞ
れ得られる素子データを示す説明図である。
【図４】（ａ）及び（ｃ）は、それぞれ実際の超音波ビームを被検体の反射点の真上の素
子及び真上でない素子から送信する場合の説明図であり、（ｂ）及び（ｄ）は、それぞれ
得られる素子データを示す説明図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ真の反射超音波エコーとゴーストの反射信号の場
合の超音波ビームの送信経路及び受信経路の距離を説明する説明図であり、（ｃ）及び（
ｄ）は、それぞれ複数の素子で得られる素子データ及びそれらの遅延時間を示す説明図で
ある。
【図６】（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）並びに（ｄ）、（ｅ）及び（ｆ）は、それぞれ真の信
号の場合並びにゴーストの場合の複数の素子で得られる素子データ、それらの遅延時間及
び素子データの重ね合わせ状態を示す説明図であり、（ｇ）及び（ｈ）は、それぞれ複数
の素子に対応する素子データの重ね合わせ状態及びその結果を示す説明図である。
【図７】図１に示す本発明の実施例１の超音波検査装置の要部を処理フローに沿って示す
ブロック図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ本発明の実施例２の超音波検査装置の要部の一例
を処理フローに沿って概念的に示すブロック図である。
【図９】本発明の実施例３の超音波検査装置の要部の一例を処理フローに沿って概念的に
示すブロック図である。
【図１０】（ａ）は、図９に示す超音波検査装置の音速補正部の構成の一例を概念的に示
すブロック図であり、（ｂ）は、（ａ）に示す音速補正部の着目領域設定部で着目領域が
設定された超音波画像の一例を模式的に示す図である。
【図１１】図１０（ａ）に示す音速補正部の最適音速算出部の一例の詳細を処理フローに
沿って示すブロック図である。
【図１２】本発明の実施例３の超音波検査装置の要部の他の例を処理フローに沿って概念
的に示すブロック図である。
【図１３】本発明の実施例４の超音波検査装置の要部の一例を処理フローに沿って概念的
に示すブロック図である。
【図１４】本発明の実施例５の超音波検査装置の要部の一例を処理フローに沿って概念的
に示すブロック図である。
【図１５】本発明の実施例５の超音波検査装置の要部の他の例を処理フローに沿って概念
的に示すブロック図である。
【図１６】本発明の実施例５の超音波検査装置の要部の他の例を処理フローに沿って概念
的に示すブロック図である。
【図１７】本発明の実施例５の超音波検査装置の要部の他の例を処理フローに沿って概念
的に示すブロック図である。
【図１８】本発明の実施例６の超音波検査装置の要部の一例を処理フローに沿って概念的
に示すブロック図である。
【図１９】本発明の実施例７の超音波検査装置の構成の一実施例を概念的に示すブロック
図である。
【図２０】図１９に示す超音波検査装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図２１】（ａ）および（ｂ）は、Ｆ値の切り替えを説明するための概略図である。
【図２２】Ｆ値を一定としたときの、送信焦点の位置と開口数とを説明するための概略図
である。
【図２３】本発明の実施例８の超音波検査装置の構成の一実施例を概念的に示すブロック
図である。
【図２４】図２３に示す超音波検査装置のデータ処理部の構成の一例を概念的に示すブロ
ック図である。
【図２５】素子データと素子とを概念的に示す図である。
【図２６】（Ａ）～（Ｃ）は、図２４に示すデータ処理部の整相加算、および、重ね合わ
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せ処理を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明に係る超音波検査装置を添付の図面に示す好適実施形態に基づいて以下に詳細に
説明する。
【実施例１】
【００３２】
　図１は、本発明の超音波検査装置の構成の一実施例を概念的に示すブロック図である。
　同図に示すように、超音波検査装置１０は、超音波プローブ１２と、超音波プローブ１
２に接続される送信部１４及び受信部１６と、Ａ／Ｄ変換部１８と、素子データ記憶部２
０と、素子データ処理部２２と、画像生成部２４と、表示制御部２６と、表示部２８と、
制御部３０と、操作部３２と、格納部３４とを有する。
【００３３】
　超音波プローブ１２は、通常の超音波検査装置に用いられる探触子３６を有する。
　探触子３６は、１次元又は２次元アレイ状に配列された複数の素子、即ち超音波トラン
スデューサを有している。これらの超音波トランスデューサは、検査対象物（以下、被検
体という）の超音波画像の撮像の際に、それぞれ送信部１４から供給される駆動信号に従
って超音波ビームを被検体に送信すると共に、被検体からの超音波エコーを受信して受信
信号を出力する。本実施形態では、探触子３６の複数の超音波トランスデューサの内の一
組を成す所定数の超音波トランスデューサの各々は、１つの超音波ビームの各成分を発生
し、一組の所定数の超音波トランスデューサは、被検体に送信する１つの超音波ビームを
発生する。
【００３４】
　各超音波トランスデューサは、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）に代表される
圧電セラミックや、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）に代表される高分子圧電素子、Ｐ
ＭＮ－ＰＴ（マグネシウムニオブ酸・チタン酸鉛固溶体）に代表される圧電単結晶等から
なる圧電体の両端に電極を形成した素子、即ち振動子によって構成される。即ち、探触子
３６は、複数の超音波素子として複数の振動子が１次元又は２次元アレイ状に配列された
振動子アレイということができる。
【００３５】
　このような振動子の電極に、パルス状又は連続波状の電圧を印加すると、圧電体が伸縮
し、それぞれの振動子からパルス状又は連続波状の超音波が発生して、それらの超音波の
合成により超音波ビームが形成される。また、それぞれの振動子は、伝搬する超音波を受
信することにより伸縮して電気信号を発生し、それらの電気信号は、超音波の受信信号と
して出力される。
【００３６】
　送信部１４は、例えば、複数のパルサを含んでおり、制御部３０からの制御信号に応じ
て選択された送信遅延パターンに基づいて設定される音速または音速の分布に従い、探触
子３６の一組の所定数の超音波トランスデューサ（以下、超音波素子という）から送信さ
れる超音波ビーム成分が１つの超音波ビームを形成するようにそれぞれの駆動信号の遅延
量を調節して組を成す複数の超音波素子に供給する。
【００３７】
　受信部１６は、制御部３０からの制御信号に応じて、探触子３６の各超音波素子によっ
て超音波ビームと被検体との間の相互作用によって発生された超音波エコーを被検体から
受信して、受信信号、即ち超音波素子毎のアナログ素子信号を増幅して出力し、増幅され
たアナログ素子信号をＡ／Ｄ変換部１８に供給する。
【００３８】
　素子データ記憶部２０は、Ａ／Ｄ変換部１８から出力されるデジタル素子データ（以下
、単に素子データという）を順次格納する。素子データは、位置（素子位置）および受信
時間と、信号強度との関係を表すデータであり、位相情報および振幅情報を含む。
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　また、素子データ記憶部２０は、制御部３０から入力されるフレームレートに関する情
報（例えば、超音波の反射位置の深度、走査線の密度、視野幅を示すパラメータ）を上記
のデジタル素子データに関連付けて格納する。
　素子データ記憶部２０は、制御部３０からの制御信号に応じて、２次元以上の位置座標
上の対象領域において重なり合う少なくとも２つ以上の対象領域を検査する際に、この２
つ以上の対象領域毎に受信部１６で受信した超音波エコーから２つ以上の対象領域毎に生
成された２以上の素子データを記憶保持するものであり、素子データ記憶部２０に記憶保
持される素子データは、素子データ毎に受信した各素子における受信時間毎の受信データ
を含む、２以上の素子データである。
【００３９】
　素子データ処理部２２は、本発明の特徴とする部分であって、制御部３０による制御に
基づいて、素子データ記憶部２０によって記憶保持された２つ以上の対象領域毎に生成さ
れた２以上の素子データ（以下、未処理素子データという）を受信時間上で時間を合わせ
て重ね合わせて重ね合わせ処理後素子データ（以下、処理済素子データという）を生成す
る。
　具体的には、素子データ処理部２２は、制御部３０による制御に基づいて、素子データ
記憶部２０に記憶された素子データのうち、中心となる超音波トランスデューサ（中心と
なる素子（中心素子））が異なり、かつ、超音波ビームの送信領域が重なり合う、所定数
（複数）の超音波ビームの送信で得られた素子データを、各超音波トランスデューサが超
音波エコーを受信した時間、および、超音波トランスデューサの位置に応じて重ね合わせ
て、素子データ（後述する注目素子の素子データ）に対応する処理済素子データを生成す
る。
　素子データ処理部２２の詳細については、後述する。
【００４０】
　画像生成部２４は、制御部３０による制御下で、素子データ処理部２２から供給された
処理済素子データから音線信号（受信データ）を生成し、この音線信号から超音波画像を
生成するものである。
　画像生成部２４は、整相加算部３８、検波処理部４０、ＤＳＣ４２、画像作成部４４、
および、画像メモリ４６を有する。
【００４１】
　整相加算部３８は、制御部３０において設定された受信方向に応じて、予め記憶されて
いる複数の受信遅延パターンの中から１つの受信遅延パターンを選択し、選択された受信
遅延パターンに基づいて設定される音速または音速の分布に従い、素子データにそれぞれ
の遅延を与えて加算することにより、受信フォーカス処理を行う。この受信フォーカス処
理により、超音波エコーの焦点が絞り込まれた受信データ（音線信号）が生成される。
　整相加算部３８は、受信データを検波処理部４０に供給する。
【００４２】
　検波処理部４０は、整相加算部３８で生成された受信データに対し、超音波の反射位置
の深度に応じて距離による減衰の補正を施した後、包絡線検波処理を施すことにより、被
検体内の組織に関する断層画像情報であるＢモード画像データを生成する。
　ＤＳＣ（digital scan converter）４８は、検波処理部４０で生成されたＢモード画像
データを通常のテレビジョン信号の走査方式に従う画像データに変換（ラスター変換）す
る。
【００４３】
　画像作成部４４は、ＤＳＣ４２から入力されるＢモード画像データに階調処理等の各種
の必要な画像処理を施して検査や表示に供するためのBモード画像データを作成した後、
作成された検査用又は表示用Ｂモード画像データを表示のために表示制御部２６に出力す
る、或いは画像メモリ４６に格納する。
　画像メモリ４６は、画像作成部４４で作成された検査用Ｂモード画像データを一旦格納
する。画像メモリ４６に格納された検査用Ｂモード画像データは、必要に応じて、表示部
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２８で表示するために表示制御部２６に読み出される。
【００４４】
　表示制御部２６は、画像作成部４４によって画像処理が施された検査用Ｂモード画像信
号に基づいて、表示部２８に超音波画像を表示させる。
　表示部２８は、例えば、ＬＣＤ等のディスプレイ装置を含んでおり、表示制御部２６の
制御の下で、超音波画像を表示する。
【００４５】
　制御部３０は、操作者により操作部３２から入力された指令に基づいて超音波検査装置
１０の各部の制御を行う。
　ここで、制御部３０は、操作者によって操作部３２を介して種々の情報、特に、素子デ
ータ処理部２２及び画像生成部２４の整相加算部３８で用いられる遅延時間算出に必要な
情報及び素子データ処理部２２における素子データ処理に必要な情報の入力が行われた際
に、操作部３２から入力された上述の種々の情報を、必要に応じて、送信部１４、受信部
１６、素子データ記憶部２０、素子データ処理部２２、画像生成部２４及び表示制御部２
６等の各部に供給する。
【００４６】
　操作部３２は、操作者が入力操作を行うためのものであり、キーボード、マウス、トラ
ックボール、タッチパネル等から形成することができる。
　また、操作部３２は、操作者が必要に応じて各種の情報、特に上述の遅延時間算出に用
いられるプローブ１２の探触子３６の複数の超音波素子、被検体の検査対象領域の音速、
超音波ビームの焦点位置、探触子３６の送信開口及び受信開口等に関する情報、並びに重
ね合わせ素子データ数及び重ね合わせ処理方法等の素子データ処理に関する情報等を入力
操作するための入力装置を備えている。
【００４７】
　格納部３４は、操作部３２から入力された各種の情報、特に、上述のプローブ１２、音
速、焦点位置、送信開口及び受信開口等に関する情報、重ね合わせ素子データ数及び重ね
合わせ処理方法等の素子データ処理に関する情報等や、送信部１４、受信部１６、素子デ
ータ記憶部２０、素子データ処理部２２、画像生成部２４及び表示制御部２６等の制御部
３０で制御される各部の処理や動作に必要な情報、並びに、各部の処理や動作を実行させ
るための動作プログラムや処理プログラム等を格納するもので、ハードディスク、フレキ
シブルディスク、ＭＯ、ＭＴ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体を用
いることができる。
　なお、素子データ処理部２２、整相加算部３８、検波処理部４０、ＤＳＣ４２、画像作
成部４４、及び表示制御部２６は、ＣＰＵと、ＣＰＵに各種の処理を行わせるための動作
プログラムから構成されるが、それらをデジタル回路で構成してもよい。
【００４８】
　ここで、素子データ処理部２２を、図２に基づいて詳細に説明する。
　同図に示すように、素子データ処理部２２は、遅延時間算出部４８と、重ね合わせ処理
部５０とを有する。
　遅延時間算出部４８は、操作部３２から入力された、もしくは、操作部３２から入力さ
れて格納部３４に格納されているプローブ１２の探触子３６の複数の超音波素子、被検体
の検査対象領域の音速、超音波ビームの焦点位置、探触子３６の送信開口及び受信開口等
に関する情報を事前に取得しておき、超音波ビームを形成し送信する、送信開口の超音波
素子（送信素子）と、被検体からの、超音波ビームによる超音波エコーを受信する、受信
開口の超音波素子との幾何学的配置に基づいて、受信開口の各超音波素子で受信される素
子データの遅延時間を算出する。
【００４９】
　重ね合わせ処理部５０は、操作部３２から入力された、もしくは、操作部３２から入力
されて格納部３４に格納されている、重ね合わせる素子データの数及び重ね合わせ処理方
法等の素子データ処理に関する情報に基づいて、素子データ記憶部２０によって記憶保持
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された２以上の対象領域毎に生成された２以上の未処理素子データを読み出し、遅延時間
算出部４８でそれぞれ算出された遅延時間に基づいて、２以上の未処理素子データを受信
時間上で、即ち時間を合わせて、かつ、受信された探触子の素子の絶対的な位置を合わせ
て、重ね合わせて処理済素子データを生成する。
【００５０】
　次に、素子データ処理部２２で行う素子データ処理について詳細に説明する。
　まず、超音波プローブ１２の探触子３６の送信用超音波素子（以下、単に送信素子とい
う）から超音波ビーム（以下、送信ビームという）を被検体に送信し、被検体との間の相
互作用によって発生された超音波エコーを探触子３６の受信用超音波素子（以下、単に受
信素子という）で受信して素子データを得る場合において、送信素子からの送信ビームと
受信素子で得られる素子データとの関係について説明する。
【００５１】
　図３（ａ）及び（ｃ）に示すように、それぞれ７つの超音波素子（以下、単に、素子と
もいう）５２ａ～５２ｇ及び５２ｂ～５２ｈを受信素子として超音波エコーを受信して素
子データを取得する時、反射点５４を含む検査対象領域に送信する送信ビーム５６が理想
的に素子間隔以下に絞れている理想的な場合には、図３（ａ）のように、検査対象領域内
の反射点５４の真上にある、素子５２ａ～５２ｇの中心の素子５２ｄを送信素子として送
信ビーム５６を送信し、受信素子５２ａ～５２ｇで超音波エコーを受信して素子データを
取得する場合、送信ビーム５６の焦点５８は、素子５２ｄと反射点５４とを結ぶ一直線上
にあり、送信ビーム５６は、反射点５４まで送信されるので、反射点５４から反射される
超音波エコーが生成される。反射点５４からの超音波エコーは、所定角度に拡がる受信経
路６０を通って受信素子５２ａ～５２ｇに受信され、受信素子５２ａ～５２ｇによって、
図３（ｂ）に示すような素子データ６２が得られることになる。
【００５２】
　これに対し、図３（ｃ）に示すように、送信素子の中心を、反射点５４に対して１素子
分、素子の方向（図中右方向）にシフトさせ、反射点５４の真上にある素子５２ｄに隣接
する素子５２ｅを送信素子として送信ビーム５６を送信し、受信素子５２ｂ～５２ｈで超
音波エコーを受信する場合には、送信ビーム５６の送信方向、即ち、送信素子５２ｅと焦
点５８とを結ぶ直線上に反射点５４が存在しないため、送信ビーム５６は、反射点５４に
送信されない。このため、反射点５４から反射される超音波エコーは生成されず、受信素
子５２ｂ～５２ｈでは、超音波エコーを受信しないので、図３（ｄ）に示すように、反射
点からの反射信号が得られないことになる（素子データの信号強度が『０』になる）。
【００５３】
　しかしながら、図４（ａ）及び（ｃ）に示すように、実際の送信ビーム６４は、素子間
隔より幅が広い。
　ここで、図４（ａ）のように、反射点５４の真上にある素子５２ｄを送信素子として送
信ビーム６４を送信した場合には、図３（ａ）の場合と同様に、送信ビーム５６が幅広で
あっても、その焦点５８は、素子５２ｄと反射点５４とを結ぶ一直線上にあり、送信ビー
ム６４は、反射点５４で反射され、超音波エコーが生成される。その結果、図３（ａ）の
場合と同様に、反射点５４からの超音波エコーは、所定角度に拡がる受信経路６０を通っ
て受信素子５２ａ～５２ｇに受信され、受信素子５２ａ～５２ｇによって、図４（ｂ）に
示すような真の素子データ６６が得られることになる。
【００５４】
　一方、図４（ｃ）に示すように、図３（ｃ）の場合と同様に、送信素子の中心を、反射
点５４に対して１素子分、素子の方向（図中右方向）にシフトさせ、反射点５４の真上に
ある素子５２ｄに隣接する素子５２ｅを送信素子として送信ビーム６４を送信し、受信素
子５２ｂ～５２ｈで超音波エコーを受信する場合、送信ビーム６４は幅広であるため、そ
の送信方向、即ち、送信素子５２ｅと焦点５８とを結ぶ直線上に反射点５４が存在してい
なくても、送信ビーム６４は、反射点５４に送信されることになる。このため、反射点５
４から本来存在しない超音波エコー、所謂ゴーストの反射信号が発生し、反射点５４から
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のゴーストの反射信号は、所定角度に拡がる受信経路６０を通って受信素子５２ｂ～５２
ｈに受信され、受信素子５２ｂ～５２ｈによって、図４（ｄ）に示すようなゴーストの素
子データ６８が得られることになる。
　このようなゴーストの素子データ６８は、素子データから生成される超音波画像の精度
を低下させる原因となる。
　素子データ処理部２２は、素子データに対応する遅延時間を遅延時間算出部４８で算出
し、重ね合わせ処理部４９が、２以上の素子データを、この遅延時間および素子の絶対的
な位置に応じて重ね合わせることで、真の素子データを強調して、ゴーストの素子データ
を減衰させた、高精度な素子データである処理済素子データを生成するものである。
【００５５】
　ここで、図４（ｃ）に示す送信ビーム６４が送信素子５２ｅから焦点５８を経由して反
射点５４に至る送信経路とゴーストの反射信号が反射点５４から各受信素子５２ｂ～５２
ｈに至る受信経路との和（伝播距離）は、それぞれ図４（ａ）に示す送信ビーム６４が送
信素子５２ｄから焦点５８を経由して反射点５４に至る送信経路と真の反射超音波エコー
が反射点５４から各受信素子５２ａ～５２ｇに至る受信経路との和（伝播距離）より長く
なるため、図４（ｄ）に示すようなゴーストの素子データ６８は、図４（ｂ）に示すよう
な真の素子データ６６に対して遅延することになる。
【００５６】
　本発明の素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８においては、真の素子データに対
するゴーストの素子データの時間差、即ち遅延時間は、送信素子、超音波ビームの焦点、
被検体の反射点、及び受信素子の幾何学的配置から算出される。したがって、遅延時間の
計算には、超音波プローブ１２の形状（素子間隔、リニア、コンベックスなど）、被検体
の検査対象領域の音速、焦点位置、送信開口、受信開口などの情報が必要であり、遅延時
間算出部４８では、操作部３２によって入力された、若しくは格納部３４に格納されたこ
れらの情報を取得して遅延時間の計算を行う。遅延時間は、例えば、送信素子、超音波ビ
ームの焦点、被検体の反射点、及び受信素子の幾何学的配置から算出される、送信素子か
ら焦点を経て反射点に至る送信ビームの送信経路及び反射点から受信素子に至る真の反射
超音波エコー又はゴーストの反射信号の受信経路の合計長さ（伝播距離）とその音速によ
って算出される伝播時間の差から算出することができる。
【００５７】
　本発明では、例えば、図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すようにして、真の反射超音波エ
コーとゴーストの反射信号の場合の送信ビームの送信経路及び受信経路の長さを求めるこ
とができる。
　真の反射超音波エコーの場合、図５（ａ）に示すように、送信素子５２ｄと受信素子５
２ｄ（受信素子５２ａ～５２ｇの中心）とが一致し、その真下に、焦点５８及び反射点５
４が配置されており、反射点５４の真上の素子５２ｄの位置をｘｙ２次元座標上の座標（
ｘ０、０）とし、素子間隔をＬｅ、焦点５８の位置を座標（ｘ０、ｄｆ）、反射点５４の
位置を座標（ｘ０、ｚ）とする時、送信素子５２ｄの位置も反射点５４の真上の素子５２
ｄと同じく座標（ｘ０、０）となり、送信素子５２ｄから焦点５８を経て反射点５４に至
る送信ビームの送信経路６１の長さ（送信経路距離）Ｌtaは、及び、反射点５４から受信
素子５２dに至る真の反射超音波エコーの受信経路６０の長さ（受信経路距離）Ｌraは、
Ｌta＝Ｌra＝ｚによって算出することができる。
　したがって、真の反射超音波エコーの場合の超音波の伝播距離Ｌuaは、Ｌua＝Ｌta＋Ｌ
ra＝２ｚとなる。
【００５８】
　ゴーストの反射信号の場合、図５（ｂ）に示すように、図５（ａ）の場合と比べて、送
信素子５２ｅの位置が反射点５４に対して１素子分横（ｘ方向：図中右方向）にずれて、
焦点５８は送信素子５２ｅの真下に配置されるが、反射点５４は受信素子５２ｄの真下に
配置されており、反射点５４の真上の受信素子５２ｄの位置を、図５（ａ）の場合と同じ
くｘｙ２次元座標上の座標（ｘ０、０）とし、素子間隔をＬｅ、反射点５４の位置を座標
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（ｘ０、ｚ）とすると、送信素子５２ｅの位置は座標（ｘ０＋Ｌｅ、０）、焦点５８の位
置は座標（ｘ０＋Ｌｅ、ｄｆ）となるので、送信素子５２ｅから焦点５８を経て反射点５
４に至る送信ビームの送信経路６１の長さ（送信経路距離）Ｌtbは、Ｌtb＝ｄｆ＋√｛（
ｚ－ｄｆ）２＋Ｌｅ２｝によって算出することができ、反射点５４から受信素子５２ｄに
至るゴーストの反射信号の受信経路６０の長さ（受信経路距離）Ｌrbは、Ｌrb＝ｚによっ
て算出することができる。
　したがって、ゴーストの反射信号の場合の超音波の伝播距離Ｌubは、Ｌub＝Ｌtb＋Ｌrb
＝ｄｆ＋√｛（ｚ－ｄｆ）２＋Ｌｅ２｝＋ｚとなる。
【００５９】
　こうして、図５（ａ）に示す幾何学配置で求めた送信経路６１の距離Ｌtaと受信経路６
０の距離Ｌraを合計した超音波の伝播距離Ｌuaを音速で割った値が真の反射超音波エコー
の伝播時間となり、図５（ｂ）に示す幾何学配置で求めた送信経路６１の距離Ｌtbと受信
経路６０の距離Ｌrbを合計した超音波の伝播距離Ｌubを音速で割った値がゴーストの反射
信号の伝播時間となる。遅延時間の算出は、反射点５４と送信素子５２（５２ｄ）のｘ座
標が一致している時の真の超音波エコーの伝播時間から、反射点５４と送信素子５２（５
２ｅ）のｘ座標を１素子間隔ずつずらしたときのゴーストの反射信号の伝播時間の差から
遅延時間を求める。
　なお、図５（ａ）及び図５（ｂ）の幾何学モデルでは、送信経路６１が焦点５８を経由
したモデルになっているが、本発明はこれに限定されず、例えば、焦点５８を経由せずに
直接反射点５４に至る経路であっても良い。
【００６０】
　また、図５（ａ）及び図５（ｂ）の幾何学モデルはリニアプローブの場合であるが、こ
れに限らず他のプローブにおいても、プローブの形状から同様の幾何学計算を行うことが
できる。例えば、コンベックスプローブの場合、プローブの半径と素子間隔の角度から幾
何学モデルを設定して同じように計算することができる。
　また、ステア送信の場合には、送信角度などの情報を考慮した幾何学モデル（図示せず
）を用い、送信素子と反射点との位置関係から真の超音波エコーの素子データ及びその周
辺のゴーストの素子データの遅延時間を算出することができる。
　さらに、幾何学モデルよって遅延時間を算出する方法に限らず、あらかじめ装置の計測
条件に合わせて高輝度反射点を計測した計測結果から、計測条件毎に遅延時間を求めてお
き、その遅延時間を装置内に記憶しておくことで、同じ計測条件の遅延時間を読み出すよ
うにしておいてもよい。
【００６１】
　図５（ｃ）に、中央に真の信号の素子データ６６及び真の信号の周辺のゴーストの素子
データ６８を示し、図５（ｄ）に、上述の幾何学計算から得られた素子データ６６に対す
るゴーストの素子データ６８の遅延時間の一例を示す。真の信号の素子データ６６を中心
にゴーストの信号の素子データ６８は、対称的に時間が遅れることが示されている。
　なお、こうして、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８において算出された遅延
時間を整相加算部３８における遅延補正に用いることもできる。
【００６２】
　後に詳述するが、本発明においては、或る注目素子を中心素子とする超音波ビームの送
信（注目素子の送受信）で得られた素子データに、中心素子が異なり、かつ、超音波ビー
ムの少なくとも一部が重複する超音波ビームの送信で得られた素子データを、超音波エコ
ーの受信時間と素子の位置とを合わせて重ね合わせることで、注目素子の処理済素子デー
タ（第２の素子データ）を生成する（注目素子の素子データを再構築する）。
　図５において、反射点５４は、注目素子の真下（方位方向の同位置／注目素子と焦点と
を結ぶ直線上）に位置する或るサンプリングポイントの位置（素子データの出力位置）を
示している。本発明では、注目素子の送受信における注目素子の真下のサンプリングポイ
ントへの送受信経路を真の素子データの送受信経路と見なし、中心素子が異なる超音波の
送受信（周辺素子からの送受信）における同じサンプリングポイントへの送受信経路をゴ
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ーストの送受信経路と見なして、両送信経路の差から、遅延時間を算出して、この遅延時
間を用いて素子データの時間を合わせて、重ね合わせを行う。言い換えれば、注目素子の
送受信で得られた素子データを真の素子データ、中心素子が異なる送受信で得られた素子
データをゴーストの素子データと仮定して、遅延時間を算出し、素子データの重ね合わせ
を行う。
　本発明では、全てのサンプリングポイント（全ての素子データの出力位置）に対応して
、同様の考え方で遅延時間を算出して、素子データの重ね合わせを行い、各素子の処理済
素子データを生成する。その際、サンプリングポイントは、同一ライン上の深さ方向（ｙ
方向）にも複数設定することが好ましい。
　ここで、実際には、方位方向（ｘ方向）にサンプリングポント（反射点）の位置をズラ
しても、受信経路の長さ（受信経路距離Ｌｒｂ）は変わらない。従って、各注目素子に関
しては、深さ方向（ｙ方向）の各サンプリングポイント毎に、中心素子が異なる送受信に
よる素子データとの遅延時間の算出を行えばよい。
　また、この重ね合わせ処理においては、真の素子データがどの素子データであるかを知
っている必要はない。すなわち、後に図６を用いて詳述するが、この重ね合わせ処理では
、注目素子の素子データが真の素子データであれば、自動的に強調されて素子データが残
り、ゴーストであれば素子データは打ち消される。すなわち、注目素子の素子データが真
の素子データである場合には、遅延時間による処理が一致して信号が強調され、注目素子
の素子データがゴーストの素子データである場合には、遅延時間による処理が一致せずに
、信号が打ち消される。
【００６３】
　次に、本発明の素子データ処理部２２の重ね合わせ処理部５０においては、こうして遅
延時間算出部４８において算出された遅延時間を用いて真の超音波エコーの素子データ及
びその周辺のゴーストの素子データの重ね合わせ処理を行う。
　重ね合わせ処理部５０における重ね合わせ処理では、重ね合わせる時の重ね合わせ素子
データ数と重ね合わせ処理方法の情報が必要になるが、これらは、予め、操作部３２によ
って入力しておいても良いし、格納部３４に格納しておいても良い。
【００６４】
　図６（ａ）～（ｈ）に、重ね合わせ処理部５０で行われる、素子データ数が５つ、重ね
合わせ素子データ数が３つの場合の重ね合わせ処理の一具体例を示す。
　図６（ａ）は、５つの素子データを横に並べて表示しており、素子データ毎に、超音波
ビームを送信し、反射信号を受信した様子を表している。各素子データの横軸は、受信素
子を表しており、それぞれの素子データにおいて超音波ビームの送信時における中心の素
子を中心にして表示している。縦軸は、受信時間を表す。
　５つの素子データのうち、真中の素子データでは、素子データの中心の素子（受信素子
の中心の素子）、即ち、送信時における中心の素子（送信素子）の真下に反射点が存在し
ており、反射点からの反射信号が受信されている。つまり、この反射信号は真の信号であ
り、真中の素子データは、真の信号を表す。
【００６５】
　真中の素子データ以外の両側２つの素子データについては、送信時における中心の素子
の真下には反射点は存在していないが、送信した超音波ビームの広がりによって、真中の
素子データの送信素子の真下に存在する反射点に超音波ビームが当たることで生じた反射
信号、即ちゴーストが写り込んでいる。ゴーストは、真の信号から離れるほど反射点まで
の超音波の伝播時間が長くなるため、真の信号よりも受信時間が遅くなる。また、反射点
からの反射信号が初めに受信される受信素子の位置は、反射点の真上の素子であるが、素
子データの横軸は超音波ビームの送信時における中心の素子を中心にしているため、素子
データ毎にこの中心の素子を１素子ずつずらして送信していることから、各素子データに
おいて素子の絶対位置は１素子ずつずれている。つまり、真中の素子データでは、反射点
からの反射信号がはじめに受信される受信素子は真中の素子であるが、両隣の素子データ
においては、真中の素子データよりも１素子ずれており、右側の素子データでは左に１素
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子ずれ、左側の素子データでは右に１素子ずれている。更に、両端の素子データでは、真
中の素子データよりも２素子ずれており、右端の素子データでは左に２素子ずれ、左端の
素子データでは右に２素子ずれている。このように、ゴーストの信号は、真の信号に対し
て、受信時間が遅れるだけでなく、受信素子の方向に対してもずれを生じている。
【００６６】
　図６（ｂ）に、図６（ａ）に示す５つの素子データのうちの真中の素子データに対する
受信時間の遅延時間の一例を示す。
　重ね合わせ処理部５０では、図６（ｂ）に示す遅延時間を用いて、真中の素子データを
注目素子の素子データとした場合に、注目素子の素子データを中心に、重ね合わせ素子デ
ータ数分、図示例では３素子データ分だけ遅延時間補正を行うと共に、各素子データを注
目素子との素子位置の差（中心素子の位置の差）に応じて、図示例では両側に１素子分だ
け横方向にシフトさせて、即ち位相を合わせて３素子データ分の未処理素子データを重ね
合わせ、注目素子の素子データの１つの重ね合わせ処理済素子データとして求める。
【００６７】
　こうして得られた注目素子の素子データの重ね合わせ処理済素子データを図６（ｃ）に
示す。
　図６（ａ）に示す注目素子の素子データは、真の信号の素子データであることから、注
目素子の素子データの両側の隣接素子データの未処理素子データに遅延時間補正及び横方
向のシフトを行って位相合わせを行うと、図６（ｃ）に示すように、隣接素子データの未
処理素子データと、注目素子の未処理素子データとは、位相が合うので高輝度位置で重な
り合う。したがって、これらの素子データを、例えば加算すると素子データ値は大きな値
（高輝度値）を示し、例えば、平均して平均値を求めても強調された値（高輝度値）を示
す。
【００６８】
　これに対し、図６（ｄ）は、図６（a）と同じ素子データであるが、真中の素子データ
の左隣の素子データ、つまりゴーストを注目素子の素子データとした場合の一例を示す。
　図６（ｅ）は、図６（ｂ）と同じものであり、図６（ａ）に示す５つの素子データのう
ちの真中の素子データに対する受信時間の遅延時間の一例を示す。即ち、図６（ａ）と図
６（ｄ）は同じ素子データであるので、図６（ｄ）に示す５つの素子データのうちの真中
の素子データに対する受信時間の遅延時間とも同じである。
　重ね合わせ処理部５０では、図６（ｅ）（即ち、図６（ｂ）と同じ）に示す遅延時間を
用いて、注目素子の素子データを中心に、重ね合わせ素子データ数分、図示例では３素子
データ分だけ遅延時間補正を行うと共に、各素子データを注目素子との素子位置の差（中
心素子の位置の差）に応じて、図示例では両側に１素子分だけ横方向にシフトさせて、３
素子データ分の未処理素子データを重ね合わせ、注目素子の素子データの１つの重ね合わ
せ処理済素子データとして求める。
【００６９】
　こうして得られて注目素子の素子データの重ね合わせ処理済素子データを図６（ｆ）に
示す。
　図６（ｄ）に示す注目素子の素子データは、ゴーストの素子データであることから、注
目素子の素子データの両側の隣接素子データの未処理素子データに遅延時間補正及び横方
向のシフトを行って位相合わせを行っても、図６（ｆ）に示すように、隣接素子データの
各未処理素子データと注目素子の未処理素子データとは、それぞれ位相が合わないので重
なり合わない。このため、これらの３つの素子データを、例えば加算しても、位相が合っ
ていないために、位相が反転している信号などは信号が打ち消しあうため、加算値は大き
くならず、例えば、平均して平均値を求めると小さな値を示すことになる。
【００７０】
　他の素子データに関しても、注目素子の素子データとして同様の遅延時間補正及び横方
向のシフトを行った結果、図示例の５素子データそれぞれについての隣接する３つの素子
データの重なり状態を図６（ｇ）に示し、これらに対して、重ね合わせ処理として、例え



(21) JP 2014-30715 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

ば、加算処理、若しくは平均処理した結果を図６（ｈ）に示す。
　図６（ｈ）に示すように、図６（ａ）に示す送信素子と反射点との座標が一致している
時の注目素子の素子データでは、真の信号の素子データが高輝度値を持つ重ね合わせ処理
済素子データとして求められ、その両側の各２素子データの全４素子データでは、ゴース
トの素子データは互いに位相が合わない素子データを加算し、又は平均するので、互いに
打ち消し合うことになるため、ゴーストの重ね合わせ処理済素子データは、その値が真の
信号の素子データである高輝度値を持つ重ね合わせ処理済素子データに対して小さくなり
、真の信号の素子データに対してゴーストの素子データの影響を低減させることができ、
又は、その影響を無視できる程、小さくすることができる。
　そのため、処理済素子データに整相加算や検波処理を行って、受信データを生成して、
超音波画像を生成することにより、同様に、ゴーストの影響を無くし、すなわち音線上の
全ての点で焦点を結んだのに等しい素子データで超音波画像生成できるので、高輝度で、
鮮鋭性に優れた、高画質な超音波画像を生成することができる。
　なお、以下の説明では、この処理済素子データの生成を、マルチライン処理とも言う。
【００７１】
　本発明において、中心素子とは、送信の開口数（超音波の送信を行う素子数）が奇数の
場合には、方位方向の中央の素子である。
　他方、開口数が偶数の場合には、方位方向の中央の素子のいずれかを中心素子とし、あ
るいは、方位方向の真中に素子が有ると仮定して、中心素子とする。すなわち、開口数が
偶数の場合には、開口の真中のライン上に焦点が有るものとして計算を行ってもよい。
【００７２】
　なお、重ね合わせ処理部５０における重ね合わせ処理方法としては、単に、加算するだ
けでなく、平均値や中央値をとってもよいし、係数を掛け合わせた上で（重み付して）加
算してもよい。なお、平均値や中央値を取ることは、素子データレベルでの平均化フィル
タやメディアンフィルタを掛けることに相当すると考えられるが、平均化フィルタやメデ
ィアンフィルタの代わりに、通常の画像処理で行われる逆フィルタなども適用してもよい
。或いは、重ね合わせる各素子データ同士を比較し、類似している場合には最大値、類似
していない場合には平均値、分布の偏りがある場合には中間値をとるなど、これに限らず
、重ね合わせる各素子データの特徴量に基づいて重ね合わせ処理を変えてもよい。
【００７３】
　また、注目素子の素子データに重ね合わせる素子データの数は、図示例の２つに限定は
されず、１つでもよく、あるいは、３つ以上でもよい。すなわち、注目素子の素子データ
に重ね合わせる素子データの数は、要求される処理速度（フレームレート等）や画質など
に応じて、適宜、設定すればよい。
　また、重ね合わせる素子データ数は、超音波ビームのビーム幅の広がり程度に合わせた
方が望ましい。従って、深さによってビーム幅が変わる場合には、重ね合わせ素子データ
数も深さによって変更してもよい。また、ビーム幅は送信開口数に依存することから、送
信開口数に応じて重ね合わせ素子データ数を変更してもよい。或いは、画像の輝度値など
の特徴量に基づいて重ね合わせ素子データ数を変更してもよいし、素子データの波形解析
を行い、素子データ同士の相関性やコヒーレンス性を評価した結果に基づいて重ね合わせ
素子データ数を変更してもよいし、重ね合わせ素子データ数を複数パターン変えて作成し
た画像から最適な重ね合わせ素子データ数を選択してもよい。
【００７４】
　また、深さに応じて重ね合わせる素子データの数を変更することに限定はされず、重ね
合わせる位置（サンプリングポイント）の空間的な深さに応じて、送信焦点の深さ、送信
開口数等を変更して、変更した送信条件で超音波ビームの送信を行って得られた第１の素
子データを用いてマルチライン処理を行うようにしてもよい。
　例えば、サンプリングポイントと焦点とが所定の距離となるように、サンプリングポイ
ントの深さに応じた位置に送信焦点を設定して得られた第１の素子データを用いてマルチ
ライン処理を行う。これにより、サンプリングポイントの深さによらず、マルチライン処
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理の精度を一様にすることができる。さらに、送信焦点の深さによらずＦ値が一定となる
ように、サンプリングポイントの深さに応じて、送信焦点の位置と開口数とを設定するこ
とがより好ましい（図２２（ａ）、（ｂ）参照）。これにより、サンプリングポイントの
深さによらず、マルチライン処理の精度をより一様にすることができる。
【００７５】
　また、送信ラインごとに、同一の送信ライン上において異なる深さの送信焦点を形成す
る超音波ビームを送信して、同一の送信ラインに対応する複数の第１の素子データを取得
し、素子データ処理部２２が、送信焦点の深さごとに、異なる送信ラインで同じ焦点深さ
の第１の素子データを用いてマルチライン処理を行ってもよい。このような場合には、遅
延時間の計算は、それぞれ送信焦点の深さ（素子データの受信時間）を基準にして行えば
よい。
【００７６】
　なお、以上のマルチライン処理では、中心素子が異なり、かつ、超音波ビームの送信方
向が平行（角度が同一）である、複数の超音波ビームの送信によって得られた素子データ
を重ね合わせることにより、注目素子の素子データの処理済素子データを生成したが、本
発明は、これに限定はされない。
　例えば、中心素子を同一として、送信方向（角度）が異なる複数の超音波ビームの送信
によって得られた素子データを重ね合わせることにより、処理済素子データを生成しても
よい。この際において、何れの超音波ビームの送信で得られた素子データの処理済素子デ
ータを生成するか（すなわち、どの方向の音線の処理済素子データを生成するか）は、診
察部位やプローブの種類等に応じてデフォルトで設定されていてもよく、あるいは、操作
者が選択するようにしてもよい。
　また、中心素子が異なり、平行な超音波ビームの送信で得られた素子データと、中心素
子を同一として、送信方向が異なる超音波ビームの送信で得られた素子データとの両方を
用いて、処理済素子データを生成してもよい。
【００７７】
　重ね合わせた結果、上述したように、真の信号の素子データでは信号の位相が合うが、
ゴーストでは信号の位相が合わないため、加算などの重ね合わせ処理の結果、様々な位相
の信号がお互いに打ち消し合い、信号が弱くなる。結果的に、真の信号は、有効な値を持
つ、例えば高輝度の素子データとして残り、ゴーストの信号は、減弱した値を持つ、例え
ば低輝度の素子データとして得ることができる。
【００７８】
　本発明の超音波検査装置の動作、作用及び超音波画像の作成方法について説明する。
　図７は、図１に示す実施例１の超音波検査装置の要部を処理フローに沿って示すブロッ
ク図である。
　操作者が、図１に示すように、超音波プローブ１２を被検体の表面に当接し、測定を開
始すると、図７に示すように、送信部１４から供給される駆動信号に従って探触子３６か
ら超音波ビームが送信され、被検体からの超音波エコーを、探触子３６が受信し、受信信
号としてアナログ素子信号を出力する。
　受信部１６は、アナログ素子信号を増幅してＡ／Ｄ変換部１８に供給し、Ａ／Ｄ変換部
１８は、アナログ素子信号をデジタル素子データに変換して素子データ記憶部２０に供給
して、記憶保持させる。
【００７９】
　素子データ処理部２２は、遅延時間算出部４８（図２）において、真の信号の未処理素
子データに対する周辺のゴーストの信号の未処理素子データの遅延時間（例えば、図６（
ｂ）、図６（ｅ）、どちらも同じものである。）を、送信素子、焦点、反射点、及び受信
素子の幾何学的配置、及び予め入力されて設定されている被検体の検査対象領域の音速等
から算出する（例えば、図５の幾何学モデルを用いて算出する）。
【００８０】
　次に、素子データ処理部２２は、未処理素子データを素子データ記憶部２０から読み出
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し、処理を行う素子データを注目素子の素子データとし、重ね合わせ処理部５０（図２）
において、遅延時間算出部４８で算出された遅延時間を用いて、注目素子の素子データと
その周辺の未処理素子データとを位相合わせて重ね合わせて処理済素子データを求める。
これにより、真の信号を含む未処理素子データであれば、強調された処理済素子データが
求まると共に、ゴーストの未処理素子データであれば減弱した処理済素子データが求まる
。
　素子データ処理部２２は、こうして求めた処理済素子データを画像生成部２４の整相加
算部３８に供給する。
【００８１】
　画像生成部２４の整相加算部３８は、素子データに受信フォーカス処理を施して受信デ
ータ（音線信号）を生成し、検波処理部４０に供給する。検波処理部４０は、音線信号を
処理してＢモード画像信号を生成する。Ｂモード画像信号を、ＤＳＣ４２がラスター変換
し、画像作成部４４が画像処理を施し、超音波画像が生成される。生成された超音波画像
は、画像メモリ４６に格納されると共に、表示制御部２６により超音波画像が表示部２８
に表示される。
【００８２】
　このように本発明の実施例１の超音波検査装置１０は、素子データ処理部２２でゴース
トの信号が弱減され、真の信号が強調された処理済素子データを用いて超音波画像を作成
するので、幅広ビーム送信専用超音波プローブを使うことなく、かつ、従来と変わらない
フレームレートのまま、送信ビームの幅に依存しない高解像度で、ＳＮ比が高く、最適な
空間分解能を持つシャープな超音波画像を得ることができる。
　本発明の実施例１の超音波検査装置は、基本的に以上のように構成される。
【００８３】
　なお、本発明の実施例１の超音波検査装置１０においては、素子データ処理部２２の遅
延時間算出部４８における遅延時間算出の際、及び整相加算部３８で用いる遅延時間算出
の際に必要である、検査対象物内、即ち、被検体の検査対象領域の音速が与えられている
が、本発明はこれに限定されず、検査対象物内の音速がわからない場合に、以下に示すよ
うに、超音波検査装置内において、最適な音速を設定するようにしても良い。
【実施例２】
【００８４】
　次に、図８（ａ）及び（ｂ）に基づいて、本発明の実施例２の超音波検査装置について
説明する。
　図８（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ本発明の実施例２に係る超音波検査装置の要部の一
例を処理フローに沿って概念的に示すブロック図である。
　なお、図８（ａ）及び（ｂ）に示す超音波検査装置７０ａ及び７０ｂは、図１及び図７
に示す超音波検査装置１０と、判定部７２ａ、７２ｂ、及び音速変更部７４を備えている
点で異なる以外は、全く同様の構成を有するものであるので、同一の構成要素には、同一
の参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００８５】
　まず、図８（ａ）に示す超音波検査装置７０ａについて説明するが、図８（ａ）は、図
７と同様に、超音波検査装置７０ａの要部を処理フローに沿って示す。
　図８（ａ）に示すように、超音波検査装置７０ａは、送信部１４と、探触子３６と、受
信部１６と、素子データ記憶部２０と、素子データ処理部２２と、整相加算部３８と、検
波処理部４０と、画像作成部４４と、判定部７２ａと、音速変更部７４と、表示部２８と
を有する。
　ここで、探触子３６、送信部１４、受信部１６、及び素子データ記憶部２０における処
理と、素子データ処理部２２、整相加算部３８、検波処理部４０、及び画像作成部４４に
おける第１回目の処理とは、図１及び図７に示す超音波検査装置１０と同様に行われるの
で、その説明を省略する。
【００８６】
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　１回目の処理では、素子データ処理部２２は、予め設定された音速の初期値を用いて素
子データの処理を行った後、整相加算部３８に処理済素子データを送り、整相加算部３８
は、適当な音速値、例えば、生体に近い音速値等を用いて、受信フォーカス処理、即ち、
整相加算を行って音線信号（受信データ）を生成し、検波処理部４０は、生成された音線
信号に検波処理を行い、Ｂモード画像信号を生成し、画像作成部４４は、生成されたＢモ
ード画像信号に画像処理を施し、超音波画像を生成する。
　判定部７２ａは、画像作成部４４と、表示部２８との間に設けられるもので、画像作成
部４４で作成された超音波画像を用い、作成された超音波画像に基づいて、例えば、超音
波画像の輝度値、鮮鋭度、輝度値の鮮鋭度等の画質指標や音速の収束度合い等に基づいて
判定を行う。判定部７２ａは、例えば、超音波画像の輝度値、鮮鋭度、輝度値の鮮鋭度等
の画質指標が所定値より高くなる時、好ましくは最も高くなる時や、音速が所定範囲内に
収束した時に、是又は適（ＯＫ）と判定し、そうでない時には否（ＮＧ）と判定する。
　判定部７２ａによってＯＫと判定された場合には、画像作成部４４で作成された超音波
画像が表示部２８に送られ、その表示画面に表示される。
【００８７】
　一方、判定部７２ａによってＮＧと判定された場合には、音速変更部７４に進む。
　音速変更部７４は、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８における遅延時間算出
に必要な検査対象物内の音速が分からない場合に最適な音速を設定するためのもので、最
初は予め設定された音速の初期値から、２回目以降は先に変更された音速値から、新しい
音速値に変更して設定する。
　ここで、音速値の変更は、判定部７２ａによる判定がＯＫとなる最適な音速値を求める
ことができる方法であればどのような方法でも良いが、音速の初期値から所定の間隔で増
加又は減少させるようにするのが好ましい。音速値の変更は、所定音速範囲に亘り所定速
度間隔毎に順次行えばよいが、例えば、人体等の生体を対象とする場合、１４００ｍ／ｓ
から１ｍ／ｓ～５０ｍ／ｓの所定ステップ、例えば、１０ｍ／ｓのステップで１７００ｍ
／ｓまで順次に変更することができる。
【００８８】
　音速変更部７４で、新しい音速値に変更されると、音速変更部７４から素子データ処理
部２２に戻り、２回目以降の処理として、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８が
、新しい音速値を用いて遅延時間を算出し直す。その後、重ね合わせ処理部５０において
、遅延時間算出部４８で算出された遅延時間を用いて、２以上の未処理素子データに重ね
合わせ処理をして処理済素子データを求める。
　こうして、素子データ処理部２２で処理済素子データを求めた後、整相加算部３８で、
素子データ処理部２２で求められた処理済素子データに対して、音速変更部７４で変更さ
れた新たな音速値に基づいて受信フォーカス処理を行って音線信号を生成し、１回目の処
理と同様に、検波処理部４０で検波処理を行い、画像作成部４４で画像処理を施し、超音
波画像を生成し、判定部７２ａによる判定を行う。
【００８９】
　ここで、判定部７２ａの判定がＯＫであれば、画像作成部４４で作成された超音波画像
が表示部２８に表示される。
　これに対し、判定部７２ａの判定がＮＧであれば、判定がＯＫとなる、即ち、最適音速
が設定されるまで、音速変更部７４における新しい音速値への変更、素子データ処理部２
２の遅延時間算出部４８での、変更された新しい音速値を用いた遅延時間の算出、重ね合
わせ処理部５０での処理済素子データの生成、整相加算部３８での新しい音速値に基づく
音線信号の生成、検波処理部４０での検波処理、画像作成部４４での超音波画像の生成が
繰り返される。
　なお、例えば、音速変更部７４における新しい音速値への変更が所定音速範囲内で全て
行われた場合、例えば、所定音速範囲全域において所定間隔で行われた場合でも、判定部
７２ａの判定がＯＫとならなかった場合には、最も判定基準に近かった時の音速値を最適
音速として採用すればよい。
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【００９０】
　なお、音速変更部７４による音速値の変更方法及び最適音速の設定方法は、本発明にお
いては特に限定的されず、上述したように、音速値の変更を所定音速範囲内において所定
間隔順次行い、変更された音速値を用いて上述の各処理をする毎に判定部７２ａによる判
定を行うものであっても良いし、また、音速値の変更を所定音速範囲全域において所定間
隔で網羅的に行い、所定音速範囲の全域の全ての音速値を用いて上述の各処理をしたあと
に判定部７２ａによる判定を行うものであっても良いが、音速値の変更及び最適音速の設
定を探索的に行うものであっても良い。例えば、探索的に行う場合は、設定音速の初期値
をなるべく生体等に近い値からスタートさせて、例えば、音速値をプラス側に変えたとき
に、判定の結果として画像の鮮鋭度等の画質指標が上がった場合には、さらにプラス側に
変えて鮮鋭度等の画質指標が下がるまで繰り返し、あるいは、はじめに音速値をマイナス
側に変えたときに判定の結果として鮮鋭度等の画質指標が下がった場合には、プラス側に
変えるなど、前回の音速値との比較から次の音速値を適宜変えて、音速値を所定の音速値
に収束させて、収束した所定の音速値を最適音速として設定しても良い。
【００９１】
　また、音速変更部７４における音速値の変更及び最適音速の設定の際に、音速値を設定
する領域は、特に制限的ではなく、被写体全体や検査対象領域全体を同一の音速値として
設定してもよいが、被写体や検査対象領域を微小領域ごとに区切って、微小領域ごとに音
速値を設定してもよく、画素単位で１点ずつ音速値を設定しても良い。また、被写体や検
査対象領域の注目領域に音速値を設定し、注目領域に設定された音速値を最適音速として
用いても良い。
　なお、このような場合でも、遅延時間の計算に使用する音速値は、計算する反射点の位
置における音速値を採用すればよいので、計算方法に違いはないのは勿論である。
【００９２】
　なお、図８（ａ）に示す超音波検査装置７０ａでは、判定部７２ａを画像作成部４４と
表示部２８との間に設けているが、本発明はこれに限定されず、図８（ｂ）に示す超音波
検査装置７０ｂのように、判定部７２ｂを整相加算部３８と検波処理部４０との間に設け
るようにしても良い。
　図８（ｂ）に示す超音波検査装置７０ｂにおいては、探触子３６、送信部１４、受信部
１６、及び素子データ記憶部２０における処理と、検波処理部４０、画像作成部４４、及
び表示部２８における処理と、素子データ処理部２２及び整相加算部３８における第１回
目の処理とは、図８（ａ）に示す超音波検査装置７０ａと同様に行われるので、その説明
を省略する。
【００９３】
　判定部７２ｂは、整相加算部３８と、検波処理部４０との間に設けられるもので、整相
加算部３８で受信フォーカス処理を行って生成された音線信号に基づいて、例えば、音線
信号を用いて求められる画像の輝度値、鮮鋭度、輝度値の鮮鋭度等の画質指標や音速の収
束度合い等に基づいて判定を行う。判定部７２ｂは、判定部７２ａと同様に、例えば、画
像の輝度値、鮮鋭度、又は輝度値の鮮鋭度等の画質指標が、所定値より高くなる時、好ま
しくは最も高くなる時や、音速が所定範囲内に収束した時に、ＯＫと判定し、輝度値や鮮
鋭度等の画質指標が所定値や最も高い値に達していない時や、音速が所定範囲内に収束し
ていない時にはＮＧと判定する。
　判定部７２ｂによってＯＫと判定された場合には、整相加算部３８で生成された音線信
号に対して、検波処理部４０による検波処理、画像作成部４４による超音波画像の作成、
表示部２８による超音波画像の表示が成される。
【００９４】
　一方、判定部７２ｂによってＮＧと判定された場合には、２回目以降の処理に移り、音
速変更部７４において新しい音速値に変更して、素子データ処理部２２に戻り、素子デー
タ処理部２２の遅延時間算出部４８が、音速変更部７４で変更された新しい音速値を用い
て遅延時間を算出し直す。その後、重ね合わせ処理部５０において、新しい音速値を用い
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て算出された遅延時間を用いて、２以上の未処理素子データに重ね合わせ処理をして処理
済素子データを求める。
　こうして、素子データ処理部２２で処理済素子データを求めた後、整相加算部３８で、
素子データ処理部２２で求められた処理済素子データに対して、音速変更部７４で変更さ
れた新しい音速値に基づいて受信フォーカス処理を行って音線信号（受信データ）を生成
し、判定部７２ｂで、１回目の処理と同様に、整相加算部３８で生成された音線信号に基
づいて判定を行う。
　このように、２回目以降の処理の処理では、音速変更部７４、素子データ処理部２２、
整相加算部３８及び判定部７２ｂによる各処理が、判定部７２ｂの判定がＯＫとなるまで
繰り返され、判定部７２ｂのＯＫ判定後、検波処理部４０及び画像作成部４４の各処理を
経て、表示部２８に超音波画像が表示される。
【００９５】
　このように本発明の実施例２の超音波検査装置７０ａ及び７０ｂは、素子データ処理部
２２でゴーストの信号が弱減され、真の信号が強調された処理済素子データを用いて超音
波画像を作成するので、幅広ビーム送信専用超音波プローブを使うことなく、かつ、従来
と変わらないフレームレートのまま、送信ビームの幅に依存しない高解像度で、ＳＮ比が
高く、最適な空間分解能を持つシャープな超音波画像を得ることができる。
　本発明の実施例２の超音波検査装置は、基本的に以上のように構成される。
【００９６】
　なお、本発明の実施例２の超音波検査装置７０ａ及び７０ｂにおいては、それぞれ、判
定部７２ａ及び７２ｂにおいて、判定結果がＯＫとなった場合には、画像作成部４４で作
成された超音波画像を直ちに、若しくは、検波処理部４０の検波処理及び画像作成部４４
の画像処理を経て作成された超音波画像を表示部２８に表示しているが、本発明はこれに
限定されず、判定部の判定結果がＯＫとなった後に、受信側の最適音速を求め、求められ
た最適音速を用いた受信フォーカス処理（整相加算処理）、検波処理、及び画像処理を行
い、超音波画像を作成して表示するようにしても良い。
【実施例３】
【００９７】
　次に、図９～図１２に基づいて本発明の実施例３の超音波検査装置について説明する。
　図９及び図１２は、それぞれ本発明の実施例３に係る超音波検査装置の要部の一例を処
理フローに沿って概念的に示すブロック図である。図１０（ａ）は、図９に示す超音波検
査装置の音速補正部の構成の一例を概念的に示すブロック図である。図１０（ｂ）は、図
１０（ａ）に示す音速補正部の着目領域設定部で着目領域が設定された超音波画像の一例
を模式的に示す図である。図１１は、図１０（ａ）に示す音速補正部の最適音速算出部の
一例の詳細を処理フローに沿って示すブロック図である。
　なお、図９及び図１２に示す超音波検査装置７０ｃ及び７０ｄは、それぞれ図８（ａ）
及び図８（ｂ）に示す超音波検査装置７０ａ及び７０ｂと、判定部７２ａ及び７２ｂの後
段にそれぞれ音速補正部７６及び７６ａを備え、音速補正部７６及び７６ａで設定された
最適音速で受信フォーカス処理（整相加算処理）、検波処理、及び画像処理、超音波画像
の表示を行っている点で異なる以外は、全く同様の構成を有するものであるので、同一の
構成要素には、同一の参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００９８】
　まず、図９に示す超音波検査装置７０ｃについて説明するが、図９は、図８（ａ）と同
様に、超音波検査装置７０ｃの要部を処理フローに沿って示すブロック図である。
　図９に示すように、超音波検査装置７０ｃは、送信部１４と、探触子３６と、受信部１
６と、素子データ記憶部２０と、素子データ処理部２２と、整相加算部３８と、検波処理
部４０と、画像作成部４４と、判定部７２ａと、音速変更部７４と、音速補正部７６と、
整相加算部３８ａと、検波処理部４０ａと、画像作成部４４ａと、表示部２８と、を有す
る。
　ここで、探触子３６、送信部１４、受信部１６、及び素子データ記憶部２０における処
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理と、判定部７２ａでの判定結果がＯＫとなるまでの素子データ処理部２２、整相加算部
３８、検波処理部４０、画像作成部４４、判定部７２ａ、及び音速変更部７４における処
理とは、図８（ａ）に示す超音波検査装置７０ａと同様に行われるので、その説明を省略
する。
【００９９】
　音速補正部７６は、判定部７２ａと整相加算部３８ａとの間に設けられるもので、整相
加算部３８ａで用いられる受信側の最適音速、即ち被検体の検査対象領域、したがって、
その超音波画像に最も適した音速を求めるものである。音速補正部７６は、例えば、設定
音速ｖを検査対象領域内の音速として推定される所定音速範囲全域を所定音速間隔で変化
させて、例えば、人体等の生体を対象とする場合、具体的には、１４００ｍ／ｓから１６
５０ｍ／ｓ又は１７００ｍ／ｓまで、１ｍ／ｓ～５０ｍ／ｓの所定刻み（ステップ）、例
えば、１０ｍ／ｓ刻みで変化させて、検査対象領域内の画像の輝度値、鮮鋭度等の画質指
標や音速の収束度合い等に基づいて網羅的に最適音速を求めるものである。
　このような音速補正部７６による音速補正方法は、例えば、特開２０１１－９２６８６
号公報に開示の音速補正方法を用いることができる。なお、この公報に開示の音速補正方
法では、着目領域毎に送信フォーカスを結ぶ必要がある。しかしながら、本発明では、素
子データ処理部２２の重ね合わせ処理部の重ね合わせ処理によって擬似的に如何なる深さ
においても送信フォーカスを結ぶことができている素子データが得られているので、着目
領域毎に送信フォーカスを設定する必要はない。ただし、本発明においても、この公報に
開示の音速補正方法の通りに、着目領域毎に送信フォーカスを設定するようにしても良い
のは勿論である。
【０１００】
　例えば、音速補正部７６は、詳細は後述するが、図１１に示すように、検査対象領域内
の設定音速ｖを変化させ、それぞれの設定速度ｖにおいて設定速度ｖに基づいて、素子デ
ータ記憶部２０から直接、又は素子データ処理部２２を経て未処理のまま供給された未処
理素子データや、素子データ処理部２２から供給された処理済素子データ等の素子データ
を用いて最適音速算出部８０の整相加算部３８ｄにおいて受信フォーカス処理をして整相
加算を行い音線信号を生成し、この音線信号から画像作成部４４ｄにおいて超音波画像を
形成し、それぞれの設定音速ｖでの検査対象領域内の画像の輝度値、鮮鋭度等の画質指標
を算出する。
　各設定音速ｖでの画像の輝度値、鮮鋭度等の画質指標を比較判定部８６において比較し
て、例えば得られた輝度値、鮮鋭度等の画質指標の値が最も高い設定音速ｖを判定し、判
定された設定音速ｖを音速設定部８８において最適な音速値（最適音速値）として設定す
る。
　即ち、音速補正部７６においても、音速変更部７４と同様に、音速値の変更及び最適音
速の設定は、網羅的に行っても、探索的に行っても良い。
【０１０１】
　また、音速補正部７６における音速値の変更及び最適音速の設定の際に、音速値を設定
する領域は、特に制限的ではなく、被写体全体や検査対象領域全体を同一の音速値として
設定してもよいが、被写体や検査対象領域を微小領域ごとに区切って、微小領域ごとに音
速値を設定してもよく、画素単位で１点ずつ音速値を設定しても良い。また、後述するよ
うに、被写体や検査対象領域の注目領域に音速値を設定し、注目領域に設定された音速値
を最適音速として用いても良い。
　なお、このような場合でも、遅延時間の計算に使用する音速値は、計算する反射点の位
置における音速値を採用すればよいので、計算方法に違いはないのは勿論である。
　なお、音速補正部７６は、判定部７２ａでの判定結果がＯＫとなった時に、音速変更部
７４によって設定されて、整相加算部３８で用いた音速値をそのまま最適音速としても良
いのは勿論である。
　本実施例３では、判定部７２ａでの判定結果がＯＫとなった後に、最終的に音速補正部
７６で受信側の最適音速が設定される。
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【０１０２】
　整相加算部３８ａは、整相加算部３８と全く同様の構成及び機能を有し、素子データ処
理部２２で求められた処理済素子データに対して、音速補正部７６で設定された最適音速
に基づいて遅延を与えて加算する受信フォーカス処理を行って音線信号を生成する。
　検波処理部４０ａは、検波処理部４０と全く同様の構成及び機能を有し、整相加算部３
８ａで生成された音線信号に対して、包絡線検波処理等の処理を施すことにより、被検体
内の組織に関する断層画像情報であるＢモード画像データを生成する。
　画像作成部４４ａは、画像作成部４４と全く同様の構成及び機能を有し、検波処理部４
０ａで生成されたＢモード画像データに画像処理を施して超音波画像を作成する。
　この後、こうして作成された超音波画像は、表示部２８に表示される。
【０１０３】
　なお、上述のように、音速補正部７６は、整相加算部３８ａで用いる最適音速を被検体
の検査対象領域内の超音波画像に基づいて設定するものであっても良いが、超音波画像の
着目領域（注目領域）に基づいて被検体の検査対象領域の着目領域、即ち、超音波画像の
着目領域に最も適した音速を設定するものであっても良い。
　このような音速補正部を図１０（ａ）に示す。
　同図に示すように、音速補正部７６は、制御部３０（図１参照）による制御の下で、着
目領域の最適音速を演算するもので、着目領域設定部７７と、着目領域データ取得部７８
と、最適音速算出部８０とを有する。
【０１０４】
　着目領域設定部７７は、操作者による操作部３２（図１参照）からの入力に応じて、着
目領域ＲＯＩを設定する。
　図１０（ｂ）は、着目領域ＲＯＩが設定された超音波画像の一例を模式的に示す図であ
る。同図に示す超音波画像においては、見たい組織（臓器）や病変といった、対象部位Ｐ
が撮像されており、この対象部位Ｐを囲むように着目領域ＲＯＩが設定されている。
　着目領域設定部７７は、設定した着目領域ＲＯＩの情報を着目領域データ取得部７８に
供給する。
【０１０５】
　なお、着目領域設定部７７は、操作部３２からの入力に応じて着目領域ＲＯＩを設定す
る構成に限定はされず、画像生成部２４（図１参照）の画像作成部４４で生成された超音
波画像（Ｂモード画像信号）を解析して、着目領域ＲＯＩを設定する構成としてもよい。
　例えば、着目領域設定部７７は、画像作成部４４で生成された超音波画像において、隣
接する画素同士の輝度値の差が所定の値以上となる位置（画素）を構造領域（組織や病変
）の辺縁部（エッジ）と判定して、エッジに囲まれた領域、あるいは、エッジを多く含む
領域を構造領域、即ち、対象部位Ｐと判定して抽出し、対象部位Ｐを含み、かつ、所定の
形状、大きさとなる領域を着目領域ＲＯＩに設定してもよい。
　なお、超音波画像を解析して着目領域ＲＯＩを設定する場合には、構造領域を１種類の
領域とみなしても良く、あるいは、エッジの連続性や、輝度値のレベル等に応じて２種以
上の領域とみなして、各領域を対象部位Ｐと判定して抽出し、対象部位Ｐごとに着目領域
ＲＯＩを設定してもよい。
【０１０６】
　着目領域データ取得部７８は、着目領域設定部７７から供給される着目領域ＲＯＩの情
報に基づいて、素子データ記憶部２０に記憶されている未処理素子データから、着目領域
ＲＯＩに対応する位置の未処理素子データを読み出し、最適音速算出部８０に供給する。
　なお、着目領域データ取得部７８は、素子データ記憶部２０から、着目領域ＲＯＩに対
応する位置の未処理素子データを読み出す構成に限定はされず、素子データ記憶部２２か
ら最適音速算出部８０に着目領域ＲＯＩに対応する位置の処理済素子データを供給するよ
うにしても良いし、着目領域ＲＯＩが設定された後に、探触子３６が、設定された着目領
域ＲＯＩにフォーカスして超音波の送信を実施する構成とし、着目領域ＲＯＩに超音波を
送信して、その超音波エコーを受信して得られた素子データを、着目領域ＲＯＩに対応す



(29) JP 2014-30715 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

る位置の素子データとして取得する構成としてもよい。
【０１０７】
　最適音速算出部８０は、設定された着目領域ＲＯＩ内の最適音速値を算出して設定する
部位である。
　ここで、最適音速値とは、設定音速を種々変更し、それぞれの設定音速に基づいて、受
信フォーカス処理をして超音波画像を形成した場合に、画像のコントラストおよび／また
はシャープネスが最も高くなる設定音速値であり、例えば、特開平８－３１７９２６号公
報に記載のように、画像のコントラスト、スキャン方向の空間周波数、分散等に基づいて
最適音速値の判定を行うことができる。
【０１０８】
　最適音速算出部８０は、着目領域データ取得部７８から供給された着目領域ＲＯＩに対
応する素子データを入力値として用いて最適な音速値（最適音速値）を出力値として網羅
的に求めて設定するためのものである。
　最適音速算出部８０としては、例えば、図１１に示すように、所定の音速探索範囲を網
羅的に探索して最適な音速値を設定するものを挙げることができ、音速探索範囲設定部８
２と、音速初期値設定部８３と、整相加算部３８ｄと、検波処理部４０ｄと、画像作成部
４４ｄと、画質指標算出部８４と、音速判定部８５と、比較判定部８６と、音速値更新部
８７と、音速設定部８８と、を有する。
【０１０９】
　最適音速算出部８０において、最適音速を設定する際には、まず、着目領域データ取得
部７８から着目領域ＲＯＩに対応する素子データ等の入力値が入力されると、音速探索範
囲設定部８２が音速の探索範囲及び音速変更幅を設定する。例えば、音速探索範囲設定部
８２は、音速の探索開始の音速初期値Ｖst、音速の探索終了の音速終端値Ｖend、音速値
を変更するステップ幅（刻み幅：音速変更幅）ΔＶを設定する。一例として、生体等の場
合、音速初期値Ｖstを１４００ｍ／ｓに、音速値Ｖendを１７００ｍ／ｓに、音速変更幅
ΔＶを１０ｍ／ｓに設定する。
　続いて、音速初期値設定部８３は、設定音速ｖを音速初期値Ｖst（例えば、１４００ｍ
／ｓ）に設定する。次に、整相加算部３８ｄは、音速初期値Ｖstである設定音速ｖに基づ
いて、着目領域データ取得部７８から供給された着目領域ＲＯＩに対応する素子データを
用いて受信フォーカス処理をして整相加算を行い音線信号を生成する。次いで、検波処理
部４０ｄは、生成された音線信号に対して検波処理を行ってＢモード画像信号を生成する
。そして、画像作成部４４ｄは、生成されたＢモード画像信号から超音波画像を作成する
。
【０１１０】
　その後、画質指標算出部８４は、作成された超音波画像から設定音速ｖにおける画質指
標、即ち画像の輝度値や鮮鋭度等の画質指標、例えば、各設定音速ｖでの着目領域ＲＯＩ
の画像の鮮鋭度（シャープネス）等を算出する。算出された画質指標は、設定音速値ｖに
対応付けられて画質指標算出部８４内に保持される、例えばメモリに保持される。
　次に、音速判定部８５は、設定音速ｖを音速終端値Ｖendと比較して、両者が等しいか
否かの判定を行う。
　音速判定部８５の判定において、設定音速ｖが音速終端値Ｖendに等しい（ｖ＝Ｖend）
場合には、比較判定部８６に移行し、設定音速ｖが音速終端値Ｖendに等しくない（ｖ≠
Ｖend）場合には、音速値更新部８７に移行する。
【０１１１】
　音速値更新部８７に移行した場合には、音速値更新部８７が、現在の設定音速ｖに音速
変更幅ΔＶを加算して新しい設定音速ｖ（ｖ＝ｖ＋ΔＶ）を設定する。
　この後、整相加算部３８ｄに戻り、新しい設定音速ｖに基づいて整相加算部３８ｄによ
る整相加算、検波処理部４０ｄによる検波処理、画像作成部４４ｄによる画像作成、画質
指標算出部８４による画質指標の算出及び保持、並びに音速判定部８５による判定が行わ
れる。
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　音速判定部８５による判定結果がｖ≠Ｖend場合には、上述したように、音速値更新部
８７に移行し、音速値更新部８７による新しい設定音速ｖの設定、新しい設定音速ｖに基
づく整相加算部３８ｄによる整相加算、検波処理部４０ｄによる検波処理、画像作成部４
４ｄによる画像作成、画質指標算出部８４による画質指標の算出及び保持、並びに音速判
定部８５による判定が、ｖ＝Ｖendになるまで繰り返される。即ち、これらの処理を、音
速範囲の終了の音速終端値Ｖendになるまで設定音速の値をΔＶずつ変更しながら、例え
ば、設定音速ｖを、１４００ｍ／ｓから１７００ｍ／ｓまで、１０ｍ／ｓ刻みで変化させ
ながら繰り返し行う。
【０１１２】
　一方、音速判定部８５による判定結果がｖ＝Ｖendである場合には、音速の探索範囲内
の全ての設定音速ｖに関して画質指標が求められたことになるので、上述したように、比
較判定部８６に移行し、比較判定部８６は、画質指標算出部８４に保持されている各音速
値毎に求められた画質指標を読み出し、比較判定部８６は、各設定音速ｖでの画質指標、
例えば、超音波画像の鮮鋭度（シャープネス値）を比較し、最も画質がよい時、例えば、
超音波画像の鮮鋭度（シャープネス値）が最も高い時の設定音速（音速値）ｖを判定し、
音速設定部８８は、比較判定部８６にて判定された設定音速（音速値）ｖを最適音速とし
て採用し、設定する。
　こうして、最適音速算出部８０は、最適音速を算出する。
【０１１３】
　図１１に示す最適音速算出部８０では、音速値の変更を繰り返して処理しているが、本
発明はこれに限定されず、ＧＰＵなどのマルチスレッドを用いて、全探索音速値を並列計
算し、一度に全ての音速値における画質指標を求めることも可能である。
　なお、最適音速算出部８０内の整相加算部３８ｄで整相加算を行う、素子データは、素
子データ記憶部２０から供給された未処理素子データであっても、素子データ処理部２２
から供給される処理済素子データであっても良い。なお、未処理素子データは、素子デー
タ記憶部２０から直接供給された未処理素子データであっても、素子データ処理部２２か
ら未処理のまま供給される未処理素子データであっても良い。
【０１１４】
　最適音速算出部８０は、こうして算出して設定した最適音速値を画像生成部２４の整相
加算部３８に供給する。
　上述のとおり、超音波画像を生成する際に、超音波画像に着目領域を設定して、着目領
域において最適音速値を求める構成とすることにより、着目領域、即ち、見たい組織や病
変の画像の空間分解能を最適化すると共に、短時間で最適音速値を求めることができると
いう効果もある。
　図１０（ａ）に示す音速補正部７６は、着目領域設定部７７、着目領域データ取得部７
８及び最適音速算出部８０を備えるものであるが、上述したように、音速補正部７６おい
て音速値を設定する領域を、被写体全体や検査対象領域全体を同一の音速値として設定す
る場合には、着目領域設定部７７は無くても良く、又は、被写体全体や検査対象領域全体
を注目領域として設定するものであっても良いし、着目領域データ取得部７８は、被写体
全体や検査対象領域全体の全データを取得するものであれば良いし、被写体や検査対象領
域を微小領域ごとに区切って、微小領域ごとに音速値を設定する場合や、画素単位で１点
ずつ音速値を設定する場合には、着目領域設定部７７が、微少領域や画素単位の１点を注
目領域として設定し、着目領域データ取得部７８が、微少領域や画素単位の１点のデータ
を取得するものであれば良い。
【０１１５】
　なお、図９に示す超音波検査装置７０ｃでは、図８（ａ）に示す超音波検査装置７０ａ
と同様に、判定部７２ａを画像作成部４４と表示部２８との間に設けているが、本発明は
これに限定されず、図１２に示す超音波検査装置７０ｄのように、図８（ｂ）に示す超音
波検査装置７０ｂと同様に、判定部７２ｂを整相加算部３８と検波処理部４０との間に設
けるようにしても良い。
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【０１１６】
　図１２に示す超音波検査装置７０ｄは、送信部１４と、探触子３６と、受信部１６と、
素子データ記憶部２０と、素子データ処理部２２と、整相加算部３８と、判定部７２ｂと
、音速変更部７４と、音速補正部７６ａと、整相加算部３８ａと、検波処理部４０と、画
像作成部４４と、表示部２８と、を有する。
　ここで、探触子３６、送信部１４、受信部１６、及び素子データ記憶部２０における処
理と、判定部７２ｂでの判定結果がＯＫとなるまでの素子データ処理部２２、整相加算部
３８、判定部７２ａ、及び音速変更部７４における処理と、判定部７２ｂでの判定結果が
ＯＫとなった後の検波処理部４０、画像作成部４４、及び表示部２８における処理は、図
８（ｂ）に示す超音波検査装置７０ａと同様に行われるので、その説明を省略する。
【０１１７】
　本実施例３の超音波検査装置７０ｄでは、音速補正部７６ａは、判定部７２ｂと整相加
算部３８ａとの間に設けられるもので、図９又は図１０（ａ）に示す音速補正部７６と同
様の構成及び機能を有し、後段の整相加算部３８ａにおいて用いられる受信側の最適音速
、即ち被検体の検査対象領域、したがって、その超音波画像に最も適した音速を求めるも
のである。なお、音速補正部７６ａは、判定部７２ｂでの判定結果がＯＫとなった時に、
音速変更部７４によって設定されて、整相加算部３８で用いた音速値をそのまま最適音速
としても良いのは勿論である。
　超音波検査装置７０ｄでは、判定部７２ｂでの判定結果がＯＫとなった後に、音速補正
部７６ａで受信側の最適音速が設定される。
【０１１８】
　次に、整相加算部３８ａにおいて、素子データ処理部２２で求められた処理済素子デー
タに、音速補正部７６ａで設定された最適音速に基づいて遅延が与えられて受信フォーカ
ス処理が行われ音線信号が生成される。
　続いて、検波処理部４０において、整相加算部３８ａで生成された音線信号に対して、
検波処理が施され、Ｂモード画像データが生成される。
　次に、画像作成部４４において、検波処理部４０で生成されたＢモード画像データから
超音波画像が作成される。
　この後、こうして作成された超音波画像は、表示部２８に表示される。
【０１１９】
　このように本発明の実施例３の超音波検査装置７０ｃ及び７０ｄは、素子データ処理部
２２で最適な音速を用いて処理され、ゴーストの信号が弱減され、真の信号が強調された
処理済素子データを用いて超音波画像を作成するので、幅広ビーム送信専用超音波プロー
ブを使うことなく、かつ、従来と変わらないフレームレートのまま、送信ビームの幅に依
存しない高解像度で、ＳＮ比が高く、最適な空間分解能を持つシャープな超音波画像を得
ることができる。
　本発明の実施例３の超音波検査装置は、基本的に以上のように構成される。
【実施例４】
【０１２０】
　次に、図１３に基づいて本発明の実施例４の超音波検査装置について説明する。
　図１３は、本発明の実施例４に係る超音波検査装置の要部の一例を処理フローに沿って
概念的に示すブロック図である。
　図１３に示すように、超音波検査装置１１は、送信部１４と、探触子３６と、受信部１
６と、素子データ記憶部２０と、音速補正部７６ｂと、素子データ処理部２２と、整相加
算部３８と、検波処理部４０と、画像作成部４４と、表示部２８とを有する。
　なお、図１３に示す超音波検査装置１１は、図１、及び図７に示す超音波検査装置１０
と、音速補正部７６ｂを備えている点で異なる以外は、全く同様の構成を有するものであ
るので、同一の構成要素には、同一の参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
　また、超音波検査装置１１において、探触子３６、送信部１４、受信部１６及び素子デ
ータ記憶部２０における処理と、整相加算部３８、検波処理部４０、画像作成部４４及び
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表示部２８における処理とは、図７に示す超音波検査装置１０と同様に行われるので、そ
の説明を省略する。
【０１２１】
　本実施例４の超音波検査装置１１は、音速補正部７６ｂで、素子データ処理を行う前の
素子データに対して音速補正を行い、最適音速を求め、素子データ処理部２２では、求め
られた最適音速に基づいて、遅延時間を算出し、重ね合わせ処理を行う。
　音速補正部７６ｂは、素子データ記憶部２０と素子データ処理部２２との間に設けられ
るもので、図９又は図１０（ａ）に示す音速補正部７６と同様の構成及び機能を有し、後
段の素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８で遅延時間を算出するため、及び、整相
加算部３８において受信フォーカス処理を施すために用いられる受信側の最適音速、即ち
被検体の検査対象領域に最も適した音速を求めるものである。
　素子データ処理部２２は、その遅延時間算出部４８において、上述したように、真の信
号の未処理素子データに対する周辺のゴーストの信号の未処理素子データの遅延時間を、
音速補正部７６ｂで設定された被検体の検査対象領域の最適音速と、送信素子、焦点、反
射点、及び受信素子の幾何学的配置とを用いて算出する。
　次に、素子データ処理部２２は、重ね合わせ処理部５０において、遅延時間算出部４８
で算出された遅延時間を用いて、注目素子の素子データとその周辺の未処理素子データと
を位相合わせて重ね合わせて処理済素子データを求め、整相加算部３８に供給する。
【０１２２】
　次に、整相加算部３８では、素子データ処理部２２から供給された処理済素子データに
、音速補正部７６ｂで設定された最適音速に基づいて遅延が与えられて受信フォーカス処
理が行われ音線信号が生成される。
　続いて、検波処理部４０において、整相加算部３８で生成された音線信号に対して、検
波処理が施され、Ｂモード画像データが生成され、画像作成部４４において、検波処理部
４０で生成されたＢモード画像データから超音波画像が作成され、表示部２８に表示され
る。
　このように、本発明の実施例４の超音波検査装置１１においては、音速補正部７６ｂで
設定された最適音速を用いて素子データ処理部２２で処理された、ゴーストの信号が弱減
され、真の信号が強調された処理済素子データを用いて超音波画像を作成するので、幅広
ビーム送信専用超音波プローブを使うことなく、かつ、従来と変わらないフレームレート
のまま、送信ビームの幅に依存しない高解像度で、ＳＮ比が高く、最適な空間分解能を持
つシャープな超音波画像を得ることができる。
　本発明の実施例４の超音波検査装置は、基本的に以上のように構成される。
【実施例５】
【０１２３】
　次に、図１４～図１７に基づいて、本発明の実施例５の超音波検査装置について説明す
る。
　図１４～図１７は、それぞれ本発明の実施例５に係る超音波検査装置の要部の一例を処
理フローに沿って概念的に示すブロック図である。
　なお、図１４～図１７に示す超音波検査装置９０ａ～９０ｄは、図１及び図７に示す超
音波検査装置１０と、音速補正部７６ｃ、判定部７２ａ及び７２ｂを備えている点で異な
る以外は、全く同様の構成を有するものであるので、同一の構成要素には、同一の参照符
号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１２４】
　まず、図１４に示す超音波検査装置９０ａについて説明するが、図１４は、図７と同様
に、超音波検査装置９０ａの要部を処理フローに沿って示す。
　図１４に示すように、超音波検査装置９０ａは、送信部１４と、探触子３６と、受信部
１６と、素子データ記憶部２０と、素子データ処理部２２と、音速補正部７６ｃと、整相
加算部３８と、検波処理部４０と、画像作成部４４と、判定部７２ａと、表示部２８とを
有する。
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　ここで、探触子３６、送信部１４、受信部１６、及び素子データ記憶部２０における処
理、素子データ処理部２２、検波処理部４０、及び画像作成部４４における第１回目の処
理は、図１及び図７に示す超音波検査装置１０と同様に行われるので、その説明を省略す
る。
【０１２５】
　音速補正部７６ｃは、素子データ処理部２２と、画像生成部２４の整相加算部３８との
間に設けられるもので、図９又は図１０（ａ）に示す音速補正部７６と同様の構成及び機
能を有し、前段の素子データ処理部２２で求められた処理済素子データに対して、後段の
整相加算部３８において受信フォーカス処理をするために用いられる受信側の最適音速、
即ち、被検体の検査対象領域に最も適した音速を求めるものである。音速補正部７６ｃは
、例えば、設定音速ｖを、１４００ｍ／ｓか１７００ｍ／ｓまで、１０ｍ／ｓ刻みで変化
させて、判定部７２ａで、画像の輝度値、鮮鋭度（シャープネス）等の画質指標や音速の
収束度合い等に基づく判定によって最適音速を求めるものであっても良い。なお、音速補
正部７６ｃは、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８において遅延時間を算出する
ために用いた予め設定された音速の初期値をそのまま最適音速としても良いのは勿論であ
る。
【０１２６】
　１回目の処理では、素子データ処理部２２は、予め設定された音速の初期値を用いて素
子データの処理を行う。即ち、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８では、予め設
定された音速の初期値を用いて遅延時間を算出し、算出された遅延時間を用いて、重ね合
わせ処理部５０で２以上の未処理素子データを重ね合わせ処理して処理済素子データを求
め、後段の音速補正部７６ｃでは、受信側の最適音速を求め、処理済素子データと共に、
後段の整相加算部３８に送る。
　整相加算部３８は、素子データ処理部２２で求められた処理済素子データに対して、音
速補正部７６ｃで設定された最適音速に基づいて遅延を与えて加算する受信フォーカス処
理を行って音線信号を生成する。
【０１２７】
　続いて、検波処理部４０は、生成された音線信号に検波処理を行い、Ｂモード画像信号
を生成し、画像作成部４４は、生成されたＢモード画像信号に画像処理を施し、超音波画
像を生成する。
　判定部７２ａは、図８（ａ）又は図９に示す判定部７２ａと同様の構成及び機能を有し
、画像作成部４４で作成された超音波画像を用い、作成された超音波画像に基づいて判定
を行い、例えば、超音波画像の輝度値の鮮鋭度等の画質指標が所定値より高くなる時など
に、是又は適（ＯＫ）と判定し、そうでない時には否（ＮＧ）と判定する。
　判定部７２ａによってＯＫと判定された場合には、画像作成部４４で作成された超音波
画像が表示部２８に送られ、その表示画面に表示される。
【０１２８】
　一方、判定部７２ａでＮＧと判定された場合には、素子データ処理部２２に戻り、２回
目以降の処理において、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８が、音速補正部７６
ｃで設定された最適音速を用いて遅延時間を算出し直す。その後、重ね合わせ処理部５０
において、最適音速を用いて算出された遅延時間を用いて、２以上の未処理素子データに
重ね合わせ処理をして処理済素子データを求める。
　こうして、素子データ処理部２２で処理済素子データを求めた後、音速補正部７６ｃで
新最適音速を新たに設定し、整相加算部３８で、素子データ処理部２２で求められた処理
済素子データに対して、音速補正部７６ｃで新たに設定された新最適音速に基づいて受信
フォーカス処理を行って音線信号（受信データ）を生成し、１回目の処理と同様に、検波
処理部４０で検波処理を行い、画像作成部４４で画像処理を施し、超音波画像を生成し、
判定部７２ａによる判定を行う。
【０１２９】
　上述のように、２回目以降の処理では、素子データ処理部２２、音速補正部７６ｃ、整



(34) JP 2014-30715 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

相加算部３８、検波処理部４０、画像作成部４４及び判定部７２ａによる各処理が、判定
部７２ａの判定がＯＫとなるまで繰り返され、判定部７２ａのＯＫ判定後、表示部２８に
超音波画像が表示される。
　なお、例えば、音速補正部７６ｃでの新最適音速の設定が、所定音速範囲内で全て行わ
れた場合、例えば、所定音速範囲全域において所定間隔で行われた場合でも、判定部７２
ａの判定がＯＫとならなかった場合には、最も判定基準に近かった時の音速値を最適音速
として採用すればよい。
【０１３０】
　次に、図１５に示す超音波検査装置９０ｂについて説明する。
　図１５に示す超音波検査装置９０ｂは、図１４に示す超音波検査装置９０ａと、判定部
７２ａが画像作成部４４と表示部２８との間に設けられているのに対し、判定部７２ｂが
整相加算部３８と検波処理部４０との間に設けられている点で異なる以外は、全く同様の
構成を有するものであるので、同一の構成要素には、同一の参照符号を付し、その詳細な
説明は省略する。
　図１５に示すように、超音波検査装置９０ｂは、送信部１４と、探触子３６と、受信部
１６と、素子データ記憶部２０と、素子データ処理部２２と、音速補正部７６ｃと、整相
加算部３８、判定部７２ｂと、検波処理部４０と、画像作成部４４と、表示部２８とを有
する。
　ここで、探触子３６、送信部１４、受信部１６、及び素子データ記憶部２０における処
理と、検波処理部４０、画像作成部４４、及び表示部２８における処理と、素子データ処
理部２２、音速補正部７６ｃ、及び整相加算部３８における第１回目の処理は、図１４に
示す超音波検査装置９０ａと同様に行われるので、その説明を省略する。
【０１３１】
　音速補正部７６ｃは、素子データ処理部２２で処理済素子データを求めた後に、整相加
算部３８において用いられる受信側の最適音速、即ち被検体の検査対象領域に最も適した
音速を求めるものである。音速補正部７６ｃは、例えば設定音速ｖを所定音速範囲内で、
所定音速刻みで変化させて、判定部７２ｂで、画像の輝度値、鮮鋭度等の画質指標や音速
の収束度合い等に基づく判定によって最適音速を求めるものであっても良い。
【０１３２】
　整相加算部３８は、素子データ処理部２２で求められた処理済素子データに対して、音
速補正部７６ｃで設定された最適音速に基づいて遅延を与えて加算する受信フォーカス処
理を行って音線信号（受信データ）を生成する。
　判定部７２ｂは、図８（ｂ）又は図１２に示す判定部７２ｂと同様の構成及び機能を有
し、整相加算部３８で受信フォーカス処理を行って生成された音線信号を用い、画像の輝
度値、鮮鋭度、輝度値の鮮鋭度等の画質指標や音速の収束度合い等に基づいて判定を行う
。判定部７２ｂは、輝度値や鮮鋭度等の画質指標が最も高くなる時にＯＫと判定し、輝度
値や鮮鋭度等の画質指標が最も高い値に達していない時にはＮＧと判定する。
　判定部７２ｂによってＯＫと判定された場合には、検波処理部４０に進み、検波処理部
４０が、整相加算部３８で生成された音線信号に対して、包絡線検波処理等を施すことに
より、被検体内の組織に関する断層画像情報であるＢモード画像データを生成する。その
後、画像作成部４４で超音波画像が作成され、表示部２８に表示される。
【０１３３】
　一方、判定部７２ｂによってＮＧと判定された場合には、素子データ処理部２２に戻り
、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８が、音速補正部７６ｃで設定された最適音
速を用いて遅延時間を算出し直す。その後、重ね合わせ処理部５０において、最適音速を
用いて算出された遅延時間を用いて、２以上の未処理素子データに重ね合わせ処理をして
処理済素子データを求める。
　こうして、素子データ処理部２２で処理済素子データを求めた後、音速補正部７６ｃで
最適音速を新たに設定し、整相加算部３８で、素子データ処理部２２で求められた処理済
素子データに対して、音速補正部７６ｃで新たに設定された新最適音速に基づいて受信フ
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ォーカス処理を行って音線信号（受信データ）を生成し、判定部７２ｂで、整相加算部３
８で生成された音線信号を用い、画像の輝度値、鮮鋭度等の画質指標や音速の収束度合い
等に基づいて判定を行う。
【０１３４】
　判定部７２ｂの判定がＯＫであれば、検波処理部４０でのＢモード画像データの生成、
画像作成部４４での超音波画像の作成、表示部２８での超音波画像の表示が成される。
　これに対し、判定部７２ｂの判定がＮＧであれば、判定がＯＫとなる、即ち、最適音速
が設定されるまで、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８での音速補正部７６ｃで
設定された新最適音速を用いた遅延時間の算出、重ね合わせ処理部５０での処理済素子デ
ータの生成、音速補正部７６ｃで最適音速の新たな設定、整相加算部３８での素子データ
処理部２２で求められた処理済素子データに対する、音速補正部７６ｃで新たに設定され
た最適音速に基づく音線信号の生成が繰り返される。
【０１３５】
　なお、図１４及び図１５に示す超音波検査装置９０ａ及び９０ｂでは、音速補正部７６
ｃを、素子データ処理部２２の後段に設けているが、本発明は、これに限定されず、素子
データ処理部２２の前段に設けるようにしても良い。
　図１６及び図１７は、図１４及び図１５と同様に、超音波検査装置９０ｃ及び９０ｄの
要部を処理フローに沿って示すブロック図であるが、それぞれ図１４及び図１５に示す超
音波検査装置９０ａ及び９０ｂと処理の流れが異なるだけで、同一の構成要素からなる。
【０１３６】
　図１６に示す超音波検査装置９０ｃは、探触子３６と、送信部１４と、受信部１６と、
素子データ記憶部２０と、音速補正部７６ｃと、整相加算部３８、素子データ処理部２２
と、検波処理部４０と、画像作成部４４と、判定部７２ａと、表示部２８とを有する。
　図１７に示す超音波検査装置９０ｄは、探触子３６と、送信部１４と、受信部１６と、
素子データ記憶部２０と、音速補正部７６ｃと、整相加算部３８、判定部７２ｂと、素子
データ処理部２２と、検波処理部４０と、画像作成部４４と、表示部２８とを有する。
　ここで、図１６及び図１７に示す超音波検査装置９０ｃ及び９０ｄでは、探触子３６、
送信部１４、受信部１６、及び素子データ記憶部２０における処理は、図１４及び図１５
に示す超音波検査装置９０ａ及び９０ｂと同様に行われるので、その説明を省略する。
【０１３７】
　図１６及び図１７に示す超音波検査装置９０ｃ及び９０ｄの音速補正部７６ｃは、第１
回目の処理では、素子データ記憶部２０と整相加算部３８との間に設けられる点では、図
１４及び図１５に示す超音波検査装置９０ａ及び９０ｂの音速補正部７６ｃと異なるが、
第２回目以降の処理では、素子データ処理部２２と整相加算部３８との間に設けられてい
ることになるので、図１４及び図１５に示す超音波検査装置９０ａ及び９０ｂの音速補正
部７６ｃと全く同一であり、整相加算部３８において用いられる受信側の最適音速、即ち
被検体の検査対象領域に最も適した音速を求める点でも全く同一であるので、その詳細な
説明を省略する。なお、音速補正部７６ｃでは、第１回目の処理では、最初に最適音速を
設定するが、予め設定された音速の初期値をそのまま最適音速としても設定しても良いの
は勿論である。
【０１３８】
　まず、図１６に示す超音波検査装置９０ｃについて説明する。
　図１６に示す超音波検査装置９０ｃにおいては、１回目の処理では、音速補正部７６ｃ
は、素子データ記憶部２０から読み出された未処理素子データに対し、被検体の検査対象
領域の受信側の最適音速を設定し、整相加算部３８は、その未処理素子データに対して、
音速補正部７６ｃで設定された最適音速に基づいて遅延を与えて加算する受信フォーカス
処理を行って音線信号（受信データ）を生成する。
　続いて、検波処理部４０は、生成された音線信号に検波処理を行い、Ｂモード画像信号
を生成し、画像作成部４４は、生成されたＢモード画像信号に画像処理を施し、超音波画
像を生成する。
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【０１３９】
　判定部７２ａは、画像作成部４４で作成された超音波画像を用い、作成された超音波画
像に基づいて判定を行い、例えば、超音波画像の輝度値の鮮鋭度等の画質指標が所定値よ
り高くなる時などに、是又は適（ＯＫ）と判定し、そうでない時には否（ＮＧ）と判定す
る。
　判定部７２ａによってＯＫと判定された場合には、画像作成部４４で作成された超音波
画像が表示部２８に送られ、その表示画面に表示される。
【０１４０】
　一方、判定部７２ａでＮＧと判定された場合には、２回目以降の処理となり、素子デー
タ処理部２２に戻り、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８が音速補正部７６ｃで
設定された最適音速を用いて遅延時間を算出し直し、重ね合わせ処理部５０が最適音速を
用いて算出された遅延時間を用いて、２以上の未処理素子データに重ね合わせ処理をして
処理済素子データを求める。
　こうして、２回目以降の処理では、素子データ処理部２２で処理済素子データを求めた
後、音速補正部７６ｃで新最適音速を新たに設定し、整相加算部３８で、素子データ処理
部２２で求められた処理済素子データに対して、音速補正部７６ｃで新たに設定された新
最適音速に基づいて受信フォーカス処理を行って音線信号（受信データ）を生成し、１回
目の処理と同様に、検波処理部４０で検波処理を行い、画像作成部４４で画像処理を施し
、超音波画像を生成し、判定部７２ａによる判定を行う。
【０１４１】
　上述のように、２回目以降の処理では、素子データ処理部２２、音速補正部７６ｃ、整
相加算部３８、検波処理部４０、画像作成部４４及び判定部７２ａによる各処理が、判定
部７２ａの判定がＯＫとなるまで繰り返され、判定部７２ａのＯＫ判定後、表示部２８に
超音波画像が表示される。
　なお、例えば、音速補正部７６ｃでの新最適音速の設定が、所定音速範囲内で全て行わ
れた場合、例えば、所定音速範囲全域において所定間隔で行われた場合でも、判定部７２
ａの判定がＯＫとならなかった場合には、最も判定基準に近かった時の音速値を最適音速
として採用すればよい。
【０１４２】
　次に、図１７に示す超音波検査装置９０ｄについて説明する。
　図１７に示す超音波検査装置９０ｄにおいては、１回目の処理では、まず、音速補正部
７６ｃは、素子データ記憶部２０から読み出された未処理素子データに対し、被検体の検
査対象領域の受信側の最適音速を設定する。
　整相加算部３８は、第１回目の処理では、素子データ記憶部２０から読み出された未処
理素子データに対して、第２回目以降の処理では、素子データ処理部２２で求められた処
理済素子データに対して、音速補正部７６ｃで設定された最適音速に基づいて遅延を与え
て加算する受信フォーカス処理を行って音線信号（受信データ）を生成する。
　判定部７２ｂは、整相加算部３８と、検波処理部４０及び素子データ処理部２２との間
に設けられるもので、第１回目の処理の場合には、自動的にＮＧと判定し、第２回目以降
の処理では、図１５に示す超音波検査装置９０ｂの判定部７２ｂと同様に、整相加算部３
８で受信フォーカス処理を行って生成された音線信号（受信データ）を用い、画像の輝度
値、鮮鋭度等の画質指標や音速の収束度合い等に基づいて判定を行う。判定部７２ｂは、
輝度値や鮮鋭度等の画質指標が最も高くなる時にＯＫと判定し、輝度値や鮮鋭度等の画質
指標が最も高い値に達していない時にはＮＧと判定する。
　判定部７２ｂによってＯＫと判定された場合には、図１５に示す超音波検査装置９０ｂ
と同様に、検波処理部４０に進み、検波処理部４０が、整相加算部３８で生成された音線
信号に対して、包絡線検波処理等の処理を施すことにより、被検体内の組織に関する断層
画像情報であるＢモード画像データを生成する。その後、画像作成部４４で超音波画像が
作成され、表示部２８に表示される。
【０１４３】
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　一方、判定部７２ｂによってＮＧと判定された場合には、２回目以降の処理となり、素
子データ処理部２２に進み、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８が、音速補正部
７６ｃで設定された最適音速を用いて遅延時間を算出する。その後、重ね合わせ処理部５
０において、最適音速を用いて算出された遅延時間を用いて、２以上の未処理素子データ
に重ね合わせ処理をして処理済素子データを求める。
　こうして、素子データ処理部２２で処理済素子データを求めた後、音速補正部７６ｃに
戻り、そこで最適音速を新たに設定し、整相加算部３８で、素子データ処理部２２で求め
られた処理済素子データに対して、音速補正部７６ｃで新たに設定された最適音速に基づ
いて受信フォーカス処理を行って音線信号（受信データ）を生成し、判定部７２ｂで、整
相加算部３８で生成された音線信号を用い、画像の輝度値、鮮鋭度等の画質指標や音速の
収束度合い等に基づいて判定を行う。
【０１４４】
　２回目以降の処理において、判定部７２ｂの判定がＯＫであれば、検波処理部４０での
Ｂモード画像データの生成、画像作成部４４での超音波画像の作成、表示部２８での超音
波画像の表示が成される。
　これに対し、判定部７２ｂの判定がＮＧであれば、判定がＯＫとなる、即ち、最適音速
が設定されるまで、素子データ処理部２２の遅延時間算出部４８での音速補正部７６ｃで
設定された新たな最適音速を用いた遅延時間の算出、重ね合わせ処理部５０での処理済素
子データの生成、音速補正部７６ｃで最適音速の新たな設定、整相加算部３８での素子デ
ータ処理部２２で求められた処理済素子データに対する、音速補正部７６ｃで新たに設定
された最適音速に基づく音線信号の生成が繰り返される。
【０１４５】
　なお、超音波検査装置９０ａ～９０ｄにおいては、判定部７２ａや７２ｂを、整相加算
部３８と検波処理部４０との間に設けるものに限定されず、検波処理部４０と画像形成４
４部との間に設けても良いし、音速補正部７６ｃを、素子データ処理部２２や素子データ
記憶部２０と整相加算部３８との間に設けるものに限定されず、判定部７２ａや７２ｂ（
のＮＧ側）と素子データ処理部２２との間に設けても良い。
【０１４６】
　このように本発明の実施例５の超音波検査装置９０ａ～９０ｄは、最適化された最適音
速を用いて素子データ処理部２２の遅延時間算出部で遅延時間を算出するので、最も適切
にゴーストの信号が弱減され、最も適切に真の信号が強調された処理済素子データを用い
て超音波画像を作成することができ、また、幅広ビーム送信専用超音波プローブを使うこ
となく、かつ、従来と変わらないフレームレートのまま、送信ビームの幅に依存しない高
解像度で、ＳＮ比が高く、最適な空間分解能を持つシャープな超音波画像を得ることがで
きる。
　本発明の実施例５の超音波検査装置は、基本的に以上のように構成される。
【実施例６】
【０１４７】
　次に、図１８に基づいて本発明の実施例６の超音波検査装置について説明する。
　図１８は、本発明の実施例６に係る超音波検査装置の要部の一例を処理フローに沿って
概念的に示すブロック図である。
　なお、図１８に示す超音波検査装置９２は、整相加算部３８ｂ、３８ｃ、検波処理部４
０ｂ、４０ｃ、第１、第２の画像作成部４４ｂ、４４ｃ、及び第３の画像作成部９４、画
質判定部９６、を備えている点で、整相加算部３８、検波処理部４０、及び画像作成部４
４を備える図７に示す超音波検査装置１０と異なる以外は、全く同様の構成を有するもの
であるので、同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１４８】
　図１８に示すように、本発明の超音波検査装置９２は、送信部１４と、探触子３６と、
受信部１６と、素子データ記憶部２０と、素子データ処理部２２と、整相加算部３８ｂ、
３８ｃと、検波処理部４０ｂ、４０ｃと、第１の画像作成部４４ｂと、第２の画像作成部
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４４ｃと、第３の画像作成部９４と、画質判定部９６と、表示部２８とを有する。
　ここで、整相加算部３８ｃ、検波処理部４０ｃ、及び第２の画像作成部４４ｃは、図７
に示す超音波検査装置１０の相加算部３８、検波処理部４０、及び画像作成部４４と全く
同じ構成を有するので、その詳細な説明は省略する。
　一方、整相加算部３８ｂ、検波処理部４０ｂ、及び第１の画像作成部４４ｂは、素子デ
ータ処理部２２で処理された処理済素子データを対象とするのではなく、素子データ記憶
部２０に記憶保持された未処理素子データを対象とする従来の処理を行う点で、処理済素
子データを対象とする整相加算部３８ｃ、検波処理部４０ｃ、及び第２の画像作成部４４
ｃとは異なるが、処理自体は全く同一である。
【０１４９】
　このような超音波検査装置９２においては、素子データ処理部２２における重ね合わせ
処理において、未処理素子データが左右対称な点状反射であれば素子データ処理を実行し
てゴーストの成分を除去して処理済素子データを生成し、整相加算部３８ｃ、検波処理部
４０ｃ、及び第２の画像作成部４４ｃでの処理を経て、ゴーストの信号が弱減され、真の
信号が強調された処理済素子データを用いて、送信ビームの幅に依存しない高解像度で、
ＳＮ比が高く、最適な空間分解能を持つシャープな本発明の超音波画像を生成する。
　一方、素子データ処理部２２における重ね合わせ処理において、未処理素子データが左
右非対称であればスペックルと見なして、素子データ処理部２２での素子データ処理を行
いたくない場合には、素子データ処理を行っていない素子データ記憶部２０に記憶保持さ
れた未処理素子データを用い、整相加算部３８ｂ、検波処理部４０ｂ、及び第１の画像作
成部４４ｂでの処理を経て、従来の超音波画像を生成する。
【０１５０】
　そして、画質判定部９６は、予め未処理素子データの対称性に基づいて、従来の未処理
素子データの画像処理である第１の画像作成部４４ｂで作成した第１の超音波画像の画質
と、本発明の素子データ処理部２２での素子データ処理を施した第２の画像作成部４４ｃ
で作成した第２の超音波画像の画質とを比較し、その比較結果に基づいて、第１の超音波
画像と、第２の超音波画像とのいずれか一方を採用する判定を行う。具体的には、画質判
定部９６は、画質の比較として、画像の輝度値、コントラスト、粒状性のいずれか１つか
、あるいは２つ以上の組み合わせを用いて比較する。また、判定は、例えば、輝度値の比
較であれば、高い方の輝度値を採用する判定を行う。
　次に、第３の画像作成部９４は、画質判定部９６の画質判定結果に基づいて、第１の超
音波画像と第２の超音波画像とから表示部２８に表示するための超音波画像を作成する。
　具体的には、第３の画像作成部９４は、画質判定部９６の画質判定結果に基づいて、第
１の超音波画像と、第２の超音波画像とのいずれか一方を表示部２８に表示する超音波画
像として選択する。例えば、画質判定部９６が、第１の超音波画像と第２の超音波画像と
の輝度値を比較した場合には、輝度値の高い方の画像を採用する。
【０１５１】
　あるいは、さらに、第１の超音波画像及び第２の超音波画像を所定の領域ごとに分割す
る領域分割部を有し、画質判定部９６は、画質の比較を行う際に、分割した領域毎に画質
を判定し、第３の画像作成部９４は、領域毎に、画質判定結果に基づいて、第１の超音波
画像と第２の超音波画像とのいずれか一方を選択して、領域毎に選択された画像を組み合
わせて表示部２８に表示するための超音波画像を作成するようにしてもよい。
【０１５２】
　なお、素子データ処理部２２における重ね合わせ処理において、平均値を用いた場合に
は、素子データ処理を行わない場合に比べて輝度値が小さくなる可能性があり、その場合
には従来処理で作成した第１の超音波画像を採用した方が高輝度な画像が得られる。した
がって、第３の画像作成部９４では、第１の画像作成部で作成した第１の超音波画像と第
２の画像作成部で作成した第２の超音波画像とを比較し、高輝度な反射点の分布において
第１の画像作成部で作成した第１の超音波画像の方が高輝度であれば第１の超音波画像の
方を採用するようにしても良い。あるいは、第３の画像作成部９４は、例えば、画質判定
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結果が同等であった領域については、画素ごとに第１の超音波画像および第２の超音波画
像の輝度値の平均値を取り、超音波画像を作成してもよい。あるいは、画質判定結果に応
じて、加重平均値を取ってもよい。
　なお、本実施例６において、上記実施例２～５の超音波検査装置を適用しても良いのは
勿論である。
　以上から、本発明の第６実施例の超音波検査装置においては、常に、高輝度な超音波画
像を生成することができる。
【０１５３】
　また、上記の実施例１～６においては、超音波の送受信により取得した第１の素子デー
タを用いてマルチライン処理を行って第２の素子データを生成し、第２の素子データを用
いて超音波画像を生成する構成としたが、これに限定はされず、第１の素子データを用い
て超音波画像を生成する第１のモードと、第２の素子データを用いて超音波画像を生成す
る第２のモードとを切り替え可能に構成してもよい。
【実施例７】
【０１５４】
　次に、図１９および図２０に基づいて本発明の実施例７の超音波検査装置について説明
する。
　図１９は、本発明の実施例７に係る超音波検査装置の構成の一実施例を概念的に示すブ
ロック図であり、図２０は、図１９に示す超音波検査装置１００の動作を説明するための
フローチャートである。
　なお、図１９に示す超音波検査装置１００は、図１に示す超音波検査装置１０と、送信
部１４に代えて送信部１４ａを有し、モード切替部１０２を備えている点で異なる以外は
、全く同様の構成を有するものであるので、同一の構成要素には、同一の参照符号を付し
、その詳細な説明は省略する。
【０１５５】
　図１９に示す超音波検査装置１００は、第１の素子データを用いて超音波画像を生成す
る第１のモード（通常モード）と、第２の素子データを用いて超音波画像を生成する第２
のモード（マルチライン処理モード）とを切り替え可能に構成されており、モードの切り
替えに応じて、超音波ビームを送信する際のＦ値、すなわち、焦点深さと開口数との比を
切り替えるものである。
　図１９に示すように、超音波検査装置１００は、超音波プローブ１２と、送信部１４ａ
と、受信部１６と、Ａ／Ｄ変換部１８と、素子データ記憶部２０と、素子データ処理部２
２と、画像生成部２４と、表示制御部２６と、表示部２８と、制御部３０と、操作部３２
と、格納部３４と、モード切替部１０２と、を有する。
【０１５６】
　モード切替部１０２は、操作部３２からの入力指示、あるいは、制御部３０からの指示
に基づいて、画像生成部２４において、マルチライン処理を行っていない未処理の素子デ
ータ（第１の素子データ）を用いて超音波画像を生成する第１のモード（通常モード）と
、素子データ処理部２２によるマルチライン処理を行った処理済素子データ（第２の素子
データ）を用いて超音波画像を生成する第２のモード（マルチライン処理モード）とを切
り替える部位である。
　モード切替部１０２は、選択されたモードの情報を画像生成部２４および送信部１４ａ
に供給する。
【０１５７】
　送信部１４ａは、モード切替部１０２から供給されたモードの情報に基づいて、選択さ
れたモードに応じて、送信する超音波ビームのＦ値を切り替えて、超音波ビームを送信す
る以外は、基本的に、図１に示す実施例１の超音波検査装置１０の送信部１４と同様の構
成である。
　具体的には、送信部１４ａは、マルチライン処理モードが選択された場合に、通常モー
ドの場合のＦ値よりも小さいＦ値の超音波ビームの送信を、探触子３６に行わせる。



(40) JP 2014-30715 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

【０１５８】
　図２１（ａ）に、通常モードの場合のＦ値の一例を説明するための概略図を示し、図２
１（ｂ）に、マルチライン処理モードの場合のＦ値の一例を説明するための概略図を示す
。
　図２１（ａ）に示すように、通常モードの場合は、送信部１４ａは、素子５２ｅを中心
素子とする５つの素子５２ｃ～５２ｇを送信素子として、所定の焦点５８を形成する送信
ビーム（超音波ビーム）５６を送信させる。
　一方、図２１（ｂ）に示すように、マルチライン処理モードの場合は、送信部１４ａは
、素子５２ｅを中心素子とする９つの素子５２ａ～５２ｉを送信素子として、所定の焦点
５８を形成する送信ビーム５６を送信する。このとき、焦点５８の深さは、通常モードの
場合と同じ深さに設定されている。このように、マルチライン処理モードの場合には、「
焦点深さ／開口数」であるＦ値を、通常モードの場合のＦ値よりも小さくする。
【０１５９】
　図２１（ａ）に示すように、Ｆ値が大きい場合には、送信ビーム６４を十分に絞ること
ができないため、平面波に近い送信波形になる。これに対して、Ｆ値が小さい場合には、
図２１（ｂ）に示すように、送信ビーム６４を絞ることができる。送信ビーム６４を絞る
ことで、焦点５８を１つの点に近づけることができるため、素子データ処理部２２の遅延
時間算出部４８で遅延時間を算出するための幾何学モデル（図５参照）に近い状態を作り
だすことができる。
　すなわち、遅延時間算出部４８で遅延時間を算出する際に用いる幾何学モデルは、焦点
を１つの仮想的な音源とみなしている。そのため、Ｆ値を小さくして焦点を絞ることは、
よりモデルに近い状態を作り出すことができ、Ｆ値を切り替えない場合と比べて、マルチ
ライン処理における素子データの重ね合わせ処理の精度を向上させることができ、より高
画質な画像を得ることができる。
【０１６０】
　図２０のフローチャートに示すように、実施例７の超音波診断装置１００は、モード切
替部１０２によりマルチライン処理モードに切り替えられた場合には、送信部１４ａは、
小さいＦ値を設定して超音波の送受信を行う。素子データ処理部２２は、小さいＦ値での
送受信により得られた第１の素子データを用いて、マルチライン処理を行い第２の素子デ
ータを生成する。画像生成部２４は、第２の素子データを用いて超音波画像を生成し、表
示制御部２６は、超音波画像を表示部２８に表示する。
　一方、モード切替部１０２により通常モードに切り替えられた場合には、送信部１４ａ
は、大きいＦ値を設定して超音波の送受信を行い第１の素子データを取得する。画像生成
部２４は、第１の素子データを用いて超音波画像を生成し、表示制御部２６は、超音波画
像を表示部２８に表示する。
【０１６１】
　なお、各モードにおいて、超音波ビームの焦点位置の深さによらず、Ｆ値が一定となる
ように、送信焦点の位置と開口数とを設定することが好ましい。すなわち、図２２（ａ）
および（ｂ）に示すように、深さ方向に異なる焦点５８をそれぞれ形成する超音波ビーム
６４を送信する場合でも、超音波ビーム６４の広がりθが一定となるように焦点位置と開
口数を設定することが好ましい。
　なお、本実施例７において、上記実施例２～６の超音波検査装置を適用しても良いのは
勿論である。
【０１６２】
　また、上記の実施例１～７においては、素子データ処理部２２におけるマルチライン処
理は、第１の素子データを用いて行う構成としたが、本発明は、これに限定はされず、第
１の素子データを整相加算した第１の受信データを用いてマルチライン処理を行う構成と
してもよい。
【実施例８】
【０１６３】
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　次に、図２３に基づいて本発明の実施例８の超音波検査装置について説明する。
　図２３は、本発明の実施例８に係る超音波検査装置の構成の一例を概念的に示すブロッ
ク図である。
　なお、図２３に示す超音波診断装置１１０は、素子データ処理部２２に代えてデータ処
理部１１４を有し、画像生成部２４に代えて画像生成部１１６を有する以外には、図１に
示す超音波検査装置１０と同じ構成を有するので、同一の構成要素には、同一の参照符号
を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１６４】
　図２３に示す超音波診断装置１１０は、超音波プローブ１２と、超音波プローブ１２に
接続される送信部１４及び受信部１６と、Ａ／Ｄ変換部１８と、素子データ記憶部２０と
、データ処理部１１４と、画像生成部１１６と、表示制御部２６と、表示部２８と、制御
部３０と、操作部３２と、格納部３４とを有する。
【０１６５】
　図２４に、データ処理部１１４の構成を、ブロック図で概念的に示す。
　データ処理部１１４は、整相加算部１１８と、遅延時間算出部４８と、重ね合わせ処理
部１２０とを有する。
【０１６６】
　整相加算部１１８は、素子データ記憶部２０から読み出した第１の素子データを整相加
算して受信フォーカス処理を行い、第１の受信データを生成する。
　ここで、整相加算部１１８は、後述する重ね合わせ処理部１２０で重ね合わせを行う複
数の素子データに対して、同じ素子（ライン）を基準として、それぞれ整相加算を行う。
【０１６７】
　重ね合わせ処理部１２０は、重ね合わせるデータの数および重ね合わせ処理方法等のデ
ータ処理に関する情報に基づいて、素子データ記憶部２０から素子データを読み出させて
、整相加算部１１８で生成された第１の受信データを取得する。
　また、重ね合わせ処理部１２０は、遅延時間算出部４８で算出された、それぞれの受信
データに対応する遅延時間に基づいて、２以上の第１の受信データを、受信時間上で、即
ち時間を合わせて、重ね合わせて、処理済（第２の）受信データを生成する。
【０１６８】
　整相加算部１１８および重ね合わせ処理部１２０について、図２５および図２６を用い
てより詳細に説明する。
【０１６９】
　図２５に、素子データと、これに対応する位置の振動子アレイ３６を概念的に示す。
　図２５に示す素子データは、ｎ番目の素子を中心素子として超音波の送受信を行って得
られた（第１の）素子データである。この素子データをｎ番目の素子データと表す。
　また、以下の説明では、例えば、このｎ番目の素子データに対して、ｎ－２番目のライ
ンを基準として整相加算を行い生成した受信データを、ｎ（ｎ－２）番目の受信データと
表す。すなわち、ｎ番目の素子データをｉ番目のラインを基準として整相加算して得られ
た受信データを、ｎ（ｉ）番目の受信データと表す。
【０１７０】
　図２６（Ａ）～（Ｃ）は、整相加算部１１８による整相加算、および、重ね合わせ処理
部１２０による重ね合わせ処理を説明するための図である。
　図２６（Ａ）は、それぞれｎ－２番目の素子データ、ｎ－１番目の素子データ、ｎ番目
の素子データを示す。
　一例として、ｎ－２番目、ｎ－１番目、ｎ番目の受信データを用いて、ｎ番目の受信デ
ータに対応する処理済受信データを生成する場合を考える。
【０１７１】
　ｎ番目の受信データに対応する処理済受信データを生成する場合には、整相加算部１１
８は、ｎ番目の素子を基準として、各素子データの整相加算を行う。すなわち、同図中、
実線で示すラインを基準としてそれぞれの素子データの整相加算を行う。整相加算により
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、図２６（Ｂ）に示す第１の受信データ（ｎ－２（ｎ）番目の受信データ、ｎ－１（ｎ）
番目の受信データ、ｎ（ｎ）番目の受信データ）が生成される。
【０１７２】
　次に、重ね合わせ処理部１２０は、整相加算部１１８が生成した第１の受信データを、
遅延時間算出部４８で算出された、それぞれの受信データに対応する遅延時間に基づいて
、各第１の受信データを、時間を合わせて重ね合わせて、図２６（Ｃ）に示すようなｎ番
目の受信データに対応する処理済受信データを生成する。
　データ処理部１１４は、処理済受信データを画像生成部１１６に供給する。
【０１７３】
　画像生成部１１６は、検波処理部４０と、ＤＳＣ４２と、画像処理部４４と、画像メモ
リ４６とを有する。
【０１７４】
　画像生成部１１６では、検波処理部４０が、受信データに減衰補正および包絡線検波処
理を施すことにより、Ｂモード画像データを生成する。さらに、ＤＳＣ４２が、Ｂモード
画像データを通常のテレビジョン信号の走査方式に対応する画像データにラスター変換し
、画像処理部４４で階調処理等の所定の処理を施す。
　画像処理部４４は、生成したＢモード画像データを画像メモリ４６に格納し、および／
または、表示制御部２６に送って、被検体のＢモード画像を表示部２８に表示する。
【０１７５】
　なお、図２３に示す超音波診断装置１１０においては、受信した第１の素子データに対
して、中心軸をずらしながら整相加算を行って第１の受信データを生成した後に、第１の
受信データに対してマルチライン処理を行い第２の受信データを生成する構成としたが、
これに限定はされず、第２の受信データを生成する直前に、各第１の素子データに対して
、横方向シフト（図６等参照）のみを行った後に、整相加算をして第１の受信データを生
成し、第１の受信データに対してマルチライン処理を行って第２の受信データを生成する
構成としてもよい。
　なお、本実施例８において、上記実施例２～７の超音波検査装置を適用しても良いのは
勿論である。
【０１７６】
　以上、本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定されず、本発明の
主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
　例えば、図１、図７、図８（ａ）、（ｂ）、図９、図１１～図１９、図２３に示す各構
成要素をハードウエアとして構成いても良いし、コンピュータ等で実行されるソフトウエ
アとして構成しても良い。
　また、図７、図８（ａ）、（ｂ）、図９、図１２～図１８に示す例では超音波検査装置
の要部を、図１１に示す例では超音波検査装置の音速補正部の最適音速算出部を、処理フ
ローに沿って種々の処理ブロックを示しているので、整相加算部３８についても、異なる
参照符号３８，３８ａ，３８ｂ，３８ｃ，３８ｄを付し、また、検波処理部４０について
も、異なる参照符号４０，４０ａ，４０ｂ，４０ｃ，４０ｄを付し、さらに、画像作成部
４４についても、異なる参照符号４４，４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄを付しているが
、整相加算部３８，３８ａ，３８ｂ，３８ｃ，３８ｄは、また、検波処理部４０，４０ａ
，４０ｂ，４０ｃ，４０ｄは、さらに、画像作成部４４，４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４
ｄは、それぞれ異なるハードエアやソフトウエアであっても良いし、同一のハードウエア
やソフトウエアを異なるシーケンスで用いるものであっても良い。
【符号の説明】
【０１７７】
　　１０、１１、７０ａ、７０ｂ、７０ｃ、７０ｄ、９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、
　　９２、１００、１１０　超音波検査装置
　　１２　　超音波プローブ
　　１４、１４ａ　送信部
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　　１６　　受信部
　　１８　　Ａ／Ｄ変換部
　　２０　　素子データ記憶部
　　２２　　素子データ処理部
　　２４、１１６　画像生成部
　　２６　　表示制御部
　　２８　　表示部
　　３０　　制御部
　　３２　　操作部
　　３４　　格納部
　　３６　　探触子
　　３８、３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄ、１１８　整相加算部
　　４０、４０ａ、４０ｂ、４０ｃ、４０ｄ　検波処理部
　　４２　　ＤＳＣ
　　４４、４４ａ、４４ｄ　画像作成部
　　４４ｂ　第１の画像作成部
　　４４ｃ　第２の画像作成部
　　４６　　画像メモリ
　　４８　　遅延時間算出部
　　５０、１２０　重ね合わせ処理部
　　７２ａ、７２ｂ　判定部
　　７４　　音速変更部
　　７６、７６ａ、７６ｂ、７６ｃ　音速補正部
　　７７　　着目領域設定部
　　７８　　着目領域データ取得部
　　８０　　最適音速算出部
　　８２　　音速探索範囲設定部
　　８３　　音速初期値設定部
　　８４　　画質指標算出部
　　８５　　音速判定部
　　８６　　比較判定部
　　８７　　音速値更新部
　　８８　　音速設定部
　　９４　　第３の画像作成部
　　９６　　画質判定部
　１０２　　モード切替部
　１１４　　データ処理部
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